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牛方式5分読コシ〃《ストランシット 両面水準器／ミラー付
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■コンパス測量はもとより、水準測定、

水平分度による測量と、l､ランシット

と同様の測定ができます。

■高感度の両面気泡管、鋭敏な磁針を

電磁誘導により迅速に静止させるイン

ダクションダンパー、糸切れの心配のな

い硝子焦点鏡等々ウシタカの測量器は

精度と機能をさらに理想に近づけました。

■望遠鏡12倍、水平角分度遊標読5分

(ワンタッチ帰零)。望遠鏡気泡管両面

型5'/2り向ミラー付。重量l.3k9
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●測定図面の縮尺と単位をセットすれば、面祇値が直

読できます●累積値や平均値も自動算出●縦と横の縮

尺が異なる図面の面積も測定可能●独立した加減算用

メモリーを内蔵、例えばドーナッツ状の図形面猿も簡

単に算出できます●測定には6種類(mm2、Cm2、m2、a、

ha、km2)の単位を任意に選べる他、ユーザー希望単位

として、a、ha、に替えて、In2，ft2，yd2、acre、mlle2、

坪、の中から2ﾈ垂填を選べます。ユーザー希望単位は

出荷時までにお申しつけください●ポーラータイブの

ゼロ円補正は自動算出
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■デジプラン220LZ

…

職ら,蝋＃ 誌名ご#己入の上カタログをお申しつけください

測定結果をヂジﾀﾙ表示。
縦箪デジブラン220L&P

血坪方商会
〒146東京都大田区千鳥2-12-7
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操作性を追求した
ウシカタの測量･測定器。
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小嶋睦雄，I
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戦後に造成されたスギ，ヒノキ,カラマツ等の人工造林地は850万haに達

し，戦前の植林地を合わせると11000万haに及ぶ広大な面積であり，今や，

わが国は「総林業地」化した観がある。これらの林業地から国産材の大幅な供

給増加が予想されるが，今日のわが国の木材市場は外材の支配体制下にあり，

しかも木材需要の伸びの見通しも暗く，明日の見えない構造的不況下にある。
ぜI、

本稿では，こうした厳しい市場環境の下で，先進林業地域よりもさらに脆弱な

構造をもつ戦後の人工造林地域，新興林業地域の発展の道について考察するも

のである。

11Ⅲ1ⅡⅡI11IHHⅡⅡⅡⅡ11ⅡⅡlⅢⅢIⅡ11Ⅱ1Ⅲ11Ⅱ11111111ⅡIⅡ111ⅡⅡ1111ⅡlⅡ11ⅡIⅡ11ⅢIⅡⅡ【ⅡIⅡ'Iii肺茄ii耐:出111ⅡIⅡ111111ⅡI

はじめに

林業地域（地帯）の類型化にあたっては，指標の設定によって様々 である。

たとえば，成熟型一未成熟型，先発型一後型，戦前型一戦後型，という

対照的な類型が考えられるし，有名林業地とか新生林業地とかいう認識のしか

たもある。

本稿で「新興林業地域」と呼ぶのは，第二次世界大戦後に主として零細小規

模農家林家の手によって薪炭林の林種転換，採草放牧地や原野等へスギ，ヒノ

キやカラマツ等を中心樹種とする拡大造林型の人工造林地を形成した地域であ

って，一般建築用材生産を目的とする地域をいう。新興林業地域は戦後の人工

造林によって森林資源の造成が進められたため，現段階では未成熟な資源構造

下にあるが，林業の地域的発展に地域ぐるみで取り組んでいる地域であって，

ただ単に人工造林地が形成されているにすぎない，いわば「植えっ放し」とい

う粗放な森林地帯ではない。

次に，新興林業地域の特徴について幾つか列記してみよう。まず第一に，一

般用材林業として本格的に人工造林を開始したのは戦後20年代から30年代に

かけてであるから後発林業地域である。したがって，第二に，資源構造は脆弱

であり，若齢林分が多く，蓄積量は少ない。多くの新興林業地域が要保育対象

期にあり，「間伐問題」を共通の悩みとして抱えている。

第三に，一部に戦前からの造林木があり，わずかながらも主伐材の供給が可

能だといっても，本格的な供給者として市場に参入することは近い将来の問題

であり，したがって先進林業地域が製材産地や中央消費地市場と強くて太い流

通パイプを形成し，産地銘柄を形成しているのに対して，この点が決定的な弱

新興林業地域をど

う見るか

*静岡大学農学部助教授
／林政学教室
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点となっている。

第四に，先進林業地が歴史的に古いがゆえに自然条件や交通条件さらに市場

条件に恵まれた特定の地域に成立・形成しなかったのに対して，戦後の社会資
本の充実，経済の高度成長，地方都市の発展等によってこれらの生産瀦条件の
全国的平準化が進み，人工造林対象地が全国的に拡大したことである。地〃都
市や農村の里山地帯だけでなく奥地天然林の人工林化が職種的に進められた結
果，下流域（都市)，中流域（農村）および上流域（山村）という一つの流域
が全体として人工造林地帯を形成し，広域にわたっていることであり，林業地
域としての圏域が先進林業地域ほど確定していない。

第五に，戦後人工造林の担い手として多数の零細小規棋の農家林家が重要な

役割を果たしていること。この点，先進林業地域が一部の特定大山林所有の専
業林家，商業資本家等であることと大きなちがいである。このため，新興林業

地域では，産地形成の主体として個別林業事業体を特定できず，立木生産一
素材生産一素材販売一製材加工一製材流通一製材消費という一連の垂
直的価値実現過程の統合ないし調整主体が不在となっている。この点，森林組

合に対する期待は大きいが，一般に，あらゆる面で主体的力量を発揮できる組
織力はない。

第六に，これら新興林業地域は高度経済成長期のなかで著しい発展を遂げた

地方都市と地理的に近接ないし一体化していることである。この地方都市の産

業の集積と人口の増大により木材需要規模が拡大し，そのうえ，国産材に対す
る選好需要が大きいので，新興林業地域は地方市場に販路を求めることができ

る。地理的近接性（一体性）を製品差別化という市場行動の基準にした産地形

成の可能性を秘めている。つまり，『地域産業形成（域内需要に応ずる）を重
視した内発的地場産業形成（域外需要に応ずる)』億澤博）によって，産地
形成の展望を求めようというわけである。

第七として，用材生産を目的とした人工造林の担い手たちは生産技術，経営

技術等について格別に修練することなく造林に着手したため，その技術水準が
低く，経営上のノウハウの蓄積も少ないことである。したがって，合目的的な
集約的な技術の点で先進林業地よりも遅れていることである。

以上，新興林業地域の諸特徴を指摘したが，潜在的な供給可能量の大規模性

と地域的な広がりにおいては，先進林業地域と同等かあるいはそれ以上である
ことも指摘しておかねばならない。

では，このような新興林業地域はどうして形成されたのであろうか。まず，

第一に，戦後の木材需給の逼迫とそれによって生じた木材価格の上昇である。

木材価格の上昇が，林業生産地域の外延的拡大となって，人工造林の発展の経

済的基盤を形成した。第二に，木材価格のすう勢的な上昇過程にあって，新し

い木材需要の出現一広葉樹用材のパルプ原料化，使用価値の下方拡大を生み

出し，拡大造林の発展の条件となったことである。第三に，加えて，農家林家

の重要な現金収入源であった薪炭生産が，いわゆる「エネルギー革命」によっ

て崩壊したことである。第四に，農家の林野利用形態の変化，林野に対する経

3
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新興林業地域の市

場は足元にある
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済的意義の変化である。つまり，農家の全生産・生活椛造のなかか．ら，腱家自

身の手によって，さらには高度経済成長によって従来の多目的な林野利用形態

が変化し，一般建築用材生産目的へと単相化したことである。第五に，これら

の農家の大部分が戦後の農地改革によって小作膿から独立自営農民となり，政

府の食糧増産政策のもとで腱業生産の拡大の担い手となり，農家余剰を諮職

し，この一部を用材育成林業へ投資したことである。第六に，挫家造林の促進

にあたって，森林資源造成政策や国土保全対策のもとでの法体系の整備と造林

補助金制度の充実をあげねばならない。造林資金のない公有林や農家等に対し

て分収形態による森林造成の道が制度的に確立され，よりいっそう拡大造林を

促進したことも見逃せない。

以上のような条件が幾重にも重なって，新興林業地域が形成され，先に見た

ような構造的な弱さと強味をもつに至っている。これらの新興林業地域は，間

伐期ないし主伐期を迎えるに際し，立木の地域的売手集団として市場にどのよ

うに対応していくか，という重要かつ緊急な課題を共有している。

1980年代に突入して，「桧神話」の崩壊に象徴されるように，林業・木材産

業界は市況の泥沼的低迷に燃している｡立木販売収入に依存する割合の高い
林家の多い先進林業地でも例外ではない。まして，外材や木質系新建材等の使

用代替可能性の高い，間伐材ないし中小径材等の一般建築用材，並材を供給し

なければならない資源構造下にある新興林業地域にとって，状況は極めて厳し

い。したがって，新興林業地域が，立木販売者として市場（対素材業者）に対

応するか，あるいは素材生産・流通過程を組織化して素材販売者として市場

（対製材業者）に対応するのか，さらには製材加工過程まで進出し異業種間競

争に参入して市場（対製材流通業者）に対応するのか，そして工務店・建設業

者に直接製品を供給するか，自ら工務店を経営して住宅建設販売まで統合して

直接需要者に譜時するかによって,その発展の条件は大きく異なる。しかし，
いずれの対応策を選択しようとも，消費地市場の構造と住宅建設のあり方（特

に，大手住宅産業や中堅ホームビルダーの動向）についての情報を迅速かつ適

確に収集し，分析する必要がある。というのも，低成長下にあって，木材需要

の量的拡大が高度成長期ほど望めず，質的には高度化（良質化)，多様化およ

び個性化するという方1句性を無視した産地形成はあり得ない。

では，どこの消費地を求めるか。
きょうあい、

外材支配体制下の木材市場では，国産材市場は狭縊化し，国産材であればな

んでも売れるという販売姿勢は今や神通力を喪失した。この狭随化した国産材

市場では，製品差別化に成功し，消費地の産地の選別に耐え，銘柄固執的消費

態度（ブランドロイヤリテー）にかなった良質銘柄材産地一主として先進林

業地域の木材産地一がイニシアティブを掌握して産地間競争を有利に展開し

ており，新興林業地域が並材の無銘柄材のままで新規参入することは容易では

ない。

外材製品は在来軸組工法や大壁工法等の建築工法に共通して住宅の見え隠れ



部分において国産材並材製品と強い代替関係をもち，価格競争だけでなく，規

格の統一性，施工の容易性，品揃え性および安定的な大量供給のシステム化に

よって有利に立ち，市場支配を確立した。しかし，心持ちの大引，根太，垂

木，野地板やラス下等の見え隠れ材については国産材に対する需要は決して無

視できるものではない。特に，地方木材消費地市場では，中央木材消徴地市場

と比較すると，国産材消費地として重要な位置を占め（相対的な消費規棋の大

きさ）と役割（良質銘柄材利用の大きさと，見え隠れ部材での国産材使用率の

相対的な高さ）を演じている。したがって，「地方の時代」と叫ばれて久しい

とはいえ，新興林業地域が，地理的差別有利性を生かして，この地方消費地と

どのような関係構造を構築するかは産地形成を左右する重要な要因である。

しかも，地方木材消費地市場には多数の中小規棋製材工場が散在立地し，蛾

大の製材品の売手集団として原子的な産業組織を形成している。とはいえ，高

度経済成長過程で早期に外材挽化し，製材小売商化および建築兼業化へと分化

している。それは，地場製材工場が地場建築需要の大量化，高度化さらには多

様化という構造変化に対して地域産原木の製材で合理的に対応できずに，つま

り，産地間競争に敗れた結果一たとえば直需者（施主ないし工務店等）の産

地銘柄固執的購買態度からくる有名産地銘柄材の仕入と自社挽並材製品とのセ

ット販売を余儀なくされている－とはいえ，木材最終消費過程に深くコンタ

クトしていることに，新興林業地域の発展の道を探り当てることができはしな

いだろうか。

要するに，外材化し，流通機能を強化した地場製材に対して新興林業地域側

から積極的に働きかける仕掛けが必要で，その点にこそ，新興林業地域と地方

木材消費地市場の結合と産地再編の原点があるといえる。つまり，地域産出材

を基軸にして，立木生産一素材生産・流通一製材加工・販売一住宅建築

という垂直的統合化・組織化を図ることである。

では，具体的にどのような条件が考えられるであろうか。

まず，第一に，森林組合系統主導型の共販体制の確立とその保証磯構とし

て，林業・木材業生産主体の縦断的・横断的組織集団の結成，つまり，森組，

林研，木協等の各過程の担い手集団と県および市町村（国有林卓越地帯では営

林署）による権限と実行力のある協議運営集団の創設である。新興林業地域の

造林の担い手は中小農家林家であり，資源が未熟で広域散在的であるために素

材生産業者の労働対象は小間切れ化し，国産材とのつながりは素材では細く製

材では太いという矛盾した経営構造となっている。このように，地域森林の生

産力化にかかわる主体が多種多様であるもの，技術革新や供給の組織化のイノ

ベーターは不在である。したがって，地域林業生産の内的駆動力が弱く，この

弱さを克服するためには，素材生産・流通の具体的な担い手を指定することが

必要であるし，それには，立木を所有し，供給する農家林家等の協同組合であ

る森林組合が適合性がありかつ現実的である。また，市場経済機機のメカニズ

ムによるだけでは駆動しないので，外部から合理的な公共政策の指導・助成が

イ

新興林業地域発展

の条件

5
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あとがき
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必要となる。特に，山側から地場製材･に働きかけるためには，地域の実情に合

致した伐出生産過程（取扱量の増大・集積，労働手段，労働力の確保，労働対

象の集団化，伐出と育林の有機的結合）と販売過程（有効競争条件の確保一

買方多数の市場構造の形成，取扱量の大型化，物流機能の高度化＝仕分け・選

別機能の充実による均質化，取引単位の適正化）の組織化が要請される。

第二に，地域の特性を生かした多元的かつ弾力的趣市場戦略の採用である。

新興林業地域の当面の産出材は間伐材，小径材を中心とした並材であり，既存

の生産技術や販売システムのもとでは製材生産利潤や商業利潤を実現する余地

は極めて小さい。したがって，いかに，買方に有利な販売方法を採用するとい

っても限界があり，新興林業地域自身が製材加工過程に進出し，製材の売手と

して流通業者や溌終消費者等に対応することが要請される。つまり，龍山村森

組のような多元的かつ弾力的な販売（小径木→森組小径木加工集販センターで

の自家消費，中径木→ムツミ製協との団体取引，大径木→県森連天竜共販市場

へ委託販売という材種別選択的販売政策のほか，小径木加工部門では連合会市

場等の入札に参加し，売手から買手に変身したり，住宅部門では，ムツミ製協

加盟工場から製材品を買取りする等）が必要となろう。

第三に，木材需要の構造変化，住宅建築工法の変化，建築産業の寡占的再

編，良質製品への消費者の希求の高まり等に対して，主体的かつ弾力的に対応

可能なように垂直的統合化さらに建築生産の組織化を図ることによって対応し

ようとするものである。つまり，山側が主体的に販路を開拓し，新しい流通構

造形成のイニシアティブを握り，価格形成の主導権の確立を目指すものであ

る。

以上，新興林業地域の発展の条件を，地方木材消醤地市場と結合のあり方に

求めた。それは，地場製材のあり方にも及ぶものであり，地場建築の将来を左

右するものである。1980年代の住宅不況からくる木材不況は，これまでにな

いほど長期に及んでおり，新興林業地域の発展は，これを常態として考えてい

かねばならない。とすれば，これまで以上に地方木材消費地市場に多くみられ

る国産材，さらには有名産地銘柄材や希少材に対する固執的消費態度を地域産

出材へ振り向けさせねばならないのは自明だし，消費者に対して良質材を安価

に供給するという経済原則の貫徹するシステムづくりが課題であろう。

本稿は，拙著『新興林業地域と地方木材消費地市場の結合と再編』（静岡県

林業会議所，昭和58年11月）をベースにしたものである。実証的な筋立て，

特に「富士ヒノキ」の産地形成を図っている新興林業地域＝静岡県東部地域の

発展の道については本書を参照していただきたい。

＜完＞
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『21世紀にむけての森林｡林業』公開シンポジウムから

’ 安藤嘉友

森林｡林業の国民的課題と｢林学｣技術研究の今日
日本林学会公開シンポジウムからなにを学ぶか－

1．課題のねらいと現実

昭和58年度『林業白書」は，「57年には長|崎県

をはじめとして，各地で山地災害が発生し，林地

荒廃の被害額は約2,500億円にも達したが,58年

にも島根県を中心とした豪雨災害，9月には長野

県，岐阜県を中心とした10号台風災害等があり，

それらによる林地荒廃の被害額は約2,000億円に

のぼった」ことを指摘し,わが国では「山地崩壊，

土石流等の災害発生の可能性は依然として小さく

ない」と警鐘を鳴らしている。

近年，急激な都市開発に伴う環境悪化としての

緑問題が重大化するとともに渇水問題が毎年繰り

返され，国民の森林・林業に対する関心は，か

つてない高まりを見せている。そのうえ，大規模

な森林災害が相ついで生じたことから，「21世紀

に緑の遺産を残すためにはいかにも心もとない状

態」で「森と緑の現状はなまやさしいものではな

い」（『毎日新聞』4月14日付社説）とする意見

に代表されるように，いまや森林。林業に向けら

れる国民の目は，他人事的な“みどり文化論”か

ら自らの生活と生存にかかわる深刻なものに変わ

ってきている。このことは当然森林・林業を研究

対象にしている「林学」に対する関心を呼び起こ

させずにはおかないであろう。

このような意味では,去る3月31日に開催され

た『21世紀にむけての森林・林業」を共通課題

とした日本林学会公開シンポジウムは，きわめて

時宜を得たものといわなくてはならない。事実，

参加者は会場を埋いつくす盛況であった。報告は

別褐のように,2つの基調報告,4つの話題報告，

報告に対する3つのコメントからなっている。こ

うした多彩な報告になったのは，「技術的視点を

中心とする論議を行ない,さらに21世紀にむけて

の森林・林業の取扱い方を考えようとするもの」

というシンポジウムの趣旨にもとづいて包括的課

題ｶﾐ設定されたためであろうし，森林・林業のか

かえる問題の広範性をも反映しているのであろ

う。

また，公開のシンポジウムとした理由は，「緑

問題の論議が国民的な関心を集めるようになった

今日，森林・林業に関する科学的理解をさらに深

めていただくことが必要である」と考えたからだ

とされている。つまり日本林学会に結集する森

林・林業に関する専門研究者が自らの研究と技術

を広く国民に披れきし，なまやさしい状況にはな

い「森と緑」にせまる武器を提供するという野心

的“こころみ”であったのであろう。シンポジウ

ム趣旨によると，｜ﾖ本林学会は「わが国土の70パ

ーセントを占める森林は，木材生産という機能に

加えて，豊かな水資源，美しい自然景観，健康的

な生活環境の維持，自然災害の防止などの公益的

機能によって，国民生活を守る重要な役割を果た

しています。森林は適切な技術と計画的な管理に

よって健全に維持され，その機能もよく発揮され

ます。このような考え方にもとづき，研究と技術

開発を進めてき」たという。

しかし，今日生じている事態はまさに逆であっ

て，木材の生産機能は著しく低下し，水は不足し

景観は損なわれ，災害が多発している。いまや，

林業技術No,X5061984.5
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シンポジウム趣旨

｜わが国土の70パーセントを占める森林は，木材

|生産という機能に加えて，豊かな水資源,美しい自
1然景観,健康的な生活環境の維持，自然災害の防止

｜などの公益的機能によって，国民生活を守る重要な

|役割を果しています。森林は適切な技術と計画的な

i管理によって健全に維持され，その職能もよく発揮

’されます。

｜森林・林業に関する研究者の集まりである日本林

|学会は,このような考え方にもとづき,研究と技術
｜開発を進めてきました。緑問題の論議が国民的な関

|心を集めるようになった今日，森林・林業に関する

|科学的理解をさらに深めていただくことが必要であ
|ると考え,公開のｼﾝボジｳﾑを開催することにし
｜ました。

iこのシンポジウムは，技術的視点を中心とする論

i議を行ない，さらに21世紀にむけての森林・林業
|の取扱い方を考えようとするものです。
＝一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝‐ーわーー一一一一一一一一一一ーご凸■ー一一一一一一一一一一一一一■■~一＝ｰ戸一一再一一一一一一＝＝ロー

森林と林業は危機的状況に追い込まれているのが

まがいもない現実であるかぎり，なによりもまず

林業にかかわる経営者，技術者，行政担当者こそ

「適切な技術と計画的管理」についての科学的理

解を深め，それを実践することこそ急務とされな

ければならないであろうと考える。

このようにして，森林と林業が直面している

“重い”現実と決して新しくはない森林の生産機

能と公益的機能の予定調和論に立つ“楽観的”な

技術観とのはざまのなかで，今日の森林・林業の

技術問題のあり方を把握できぬまま報告を聞くこ

とになった。

2．報告の基本構成と内容

シンポジウムは，森林・林業をめぐる経済的側

面を取り扱った船越昭治『森林。林業の政策的諸

問題』と技術的側面を取り扱った蜂屋欣二『森林

・林業の技術的展望」の2つの基調報告を中心に

進められた。

まず船越報告では，林業問題はコストの論理や

市場原理だけで解くことはできない水，空気，環

境保全など民族の存続にかかわるものであるがゆ

えに,政策の原点として“国家，国民的安全保障,’

を問い求めることを提起した。そのうえで，世界

林業技術NO.5061984.5

公開シンポジウム会場

の工場を目指して自国の農業を'怪祝し，食料輸入

依存に走ったイギリスは，国民的安全保障として

の食料自給政策へ転換し，今日の7割自給に達す

るまで50年の歳月を要したこと，林業に関して

はその回復には100年を要するであろうことを紹

介し，外材依存と国内森林の放置がいかに民族の

安全保障にとって危険なことであるかを警告して

いる。

こうした事態を引き起こさないためには，基本

認識としてみどりを守ることと林業生産とを対立

的にとらえないことだとする。この両者を統一す

る論理は，“社会にとって最も大切なものは，富

そのものではなく，富を作りだす力である”とす

る19世紀中葉のドイツの国民経済学創始者リス

トの見解に依拠して，船越報告は“みどりを生み

だす力こそ藤本であり，この力は林業や山村経済

を振興し，みどりを生み出す人々の生活を保障す

ることだ”と強調する。そのうえで，森林の造

成・育成（林業）と森林の管理（計画制度）を一

体的に整備することが必要であり，この場合，公

的意志と私的所有者個々の意志との対立，調整や

利子さえ保障されない森林造育成者への国民，国

の支援など重要な問題のあることを指摘するとと

もに，解決のために，(1)林業のための都市と山村

の連帯，(2)林業の振興と森林管理の地域的仕組み

とそれを運営する組織的主体の形成，(3)森林が次

の世代に継承されるための担い手の育成を提案し

ている。

蜂屋報告は，「近づく21稚紀を見つめて,森林・

林業が解決してゆかなければならぬ技術的課題に
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シンポジウム内容

(座長） 土井

紙野

千葉

恭次

伸二

宗男

(日本林学会副会長・林業試験場長）

(東京農業大学教授）

(日木林学会会長・岩手大学教授）開会の挨拶

○基調報告

森林・林業の政策的諸問題

森林・林業の技術的展望

○話題報告

森林を管理する計画の技術

森林を育成する技術

国土と水の保全技術

世界の森林と国際協力

．メン卜

森林計画の技術

蕊のパｲｵﾏｽ用短伐期
水土保全と森林

質疑討論

まとめ

閉会の挨拶

船越昭治鰐手大学教授）

蜂屋欣二（林業試験場造林部長）

木平

根岸

塚本

渡辺

勇吉（信州大学助教授）

賢一郎（東京大学助教授）

良則（東京農工大学教授）

桂（国際協力事業団林業水産開発協力部長）

熊崎

佐々木

竹下

実（林業試験場経営第一誰辰）

彦（林業試験場生理研究室長）

司（九州大学教授）

恵
敬

座長

上飯坂実（日本林学会副会長・東京大学教授）

ついて展望」したもので，4つの話題報告の総論

をなしている。まず,基本認識として,1,000万ha

に達した人工林を真の意味で資源化するために

は，経営の安定のほかに，低コスト化・高品質化

などの技術開発を当面急ぐ必要があるとともに将

来に向けての重要な様々な技術問題のあることを

指摘し，本論に入った。

まず第一には，針葉樹単純一斉林のもつ生態的

不安定を克服するための技術開発であるが，地力

保全，水土保全とともに生物害や気象災害を考え

た適地適木，複層林，小面積施業など多様な施業

法，病虫害に対する総合的技術の確立が必要であ

り，生産と保全を考えた森林管理計画技術の確立

を訴えている。これを受けて論じたのが，木平勇

吉『森林を管理する計画の技術』である。第二と

しては，今後広葉樹林の育成が重要となるので主

要広葉樹について効率的な育成技術体系の確立の

必要性をあげ，第一の多様な施業法の確立ともか

かわって論じたのが，根岸賢一郎『森林を育成す

る技術』であった。

第三としてあげているのが，環境保全機能にか

かわる技術開発で，保安林の保全機能を向上させ

る施業技術，保全・防災林の造成管理技術，防災

工法，都市林，森林浴，野外レクなどのための森

林の効用の解明をあげているが，森林土壌の保全

を基本に，土と水の保全と森林施業の関係にしぼ

り，濃密に報告したのが塚本良則『国土と水の保

全技術』である。第四として’地球的規模で進行

する森林の減少やCO2濃度の増加,酸性雨などに

かかわって，国際的連帯のもとで熱帯の森林育

成，後者の環境変化と森林の関係の解明の必要性

を指摘しているが，森林育成についての国際協力

を論じたのが，渡辺桂『世界の森林と国際協力』

であった。

そして，殻後に蜂屋報告が指摘したのは，近年

急速に開発のすすんでいる「バイオテクノロジ

ー｣，「エレクトロニクス｣，「リモーI､センシング」

など先端技術の森林・林業への導入の重要性につ

いてであった。

3．技術問題の転換期

蜂屋報告の指摘していることの特徴は，科学的

林業技術No.5061984.5
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に解明された技術がすでに確立されているのに，

生産の現場で適切に適用されていないために森

林・林業の危機状況が生じているのではなく，今

日の新たな状況にかかわらしめて“既成の技術を

見直し，多方面にわたる技術開発が必要なのだ”

としているところにあるとみてよい。この場合，

なぜ技術の見直しが必要となったのかを問うこと

が避けて通ることのできない原点であるはずであ

る。

与えられた課題の大きさに対してあまりにも短

い報告時間のために，省略と短絡を余儀なくさせ

られたのかもしれない。しかし，当面の課題とし

て「低コスト化」を提唱しているかぎり，1955

年以降の「高度成長」下すすめられた生産性を一

義的に追求する技術のありように“くさび”を打

ち込んだことにはならない。木材の供給力を高め

るために，あるいは低材価の外材と競争できるよ

うにすすめられてきたのが，林業生産分野への様

様な機械技術の導入であり，林種転換による一斉

人工林化であり，大面積皆伐，大型濃密な林道の

敷設であり，鉄とコンクリートによるダム等治山

技術の急激な展開にほかならなかった。言うまで

もなく技術は，生産技術として生産力を高め，社

会的富を豊かにするものであるが，技術を制御す

るのは単純に言えば企業であり，そこに働く原理

は最大限の利潤追求である。こうした企業間競争

が技術開発の動因となるのであり，産業間，企業

間の技術格差をもたらしてゆく。

林業にかぎらず戦後の日本経済は，相つぐ技術

革新によって「高度成長」をとげたのである。こ

うした利潤原理にもとづいてすすめられた技術開

発は，社会に対する恩恵を増大させるだけでな

く，公害の激発が端的に示すように，危険の増大

と生活の破壊をもたらす。災害の多発に象徴され

る森林荒廃の危機は，工学分野で開発された技術

を，既存の技術との継承を問わないまま導入して

しまい，林業そのものの存立基盤を掘り崩してし

まったのである。事態は一人林業だけではなく，

肥料，農薬の導入，作業の機械化による高生産！畔

を追求した単作大規模経営は，生産の基本である

林業技術No.5061984.5

土地を徹底的に破壊し，その存立自体を危うくし

ているのが今日の農業である。

このように，「高度成長」下のはなばなしい"技

術革新”の無惨な結果の上に立ち，技術のありよ

ういかんを将来に向けて問い直すことこそ｢21世

紀にむけて」避けて通ってはならない技術問題の

原点である。それゆえにこそ，好むと好まざると

を問わず，経済の論理に身をゆだねざるを得ない

生産の現場＝経営に直接規制されずに客観的な立

場に立ち得る科学者，技術研究者の役割が注目さ

れているのである。そこに期待されるのは，一部

の“ただただ自然を守れ論”や“一途な昔に返れ

論”ではなく，近代科学の成果を過不足なく取り

入れ，未来に展望を切り開く技術の開発であろ

う。とすれば，既往の技術を一切否定し，皆伐に

対して択伐を，人工林に対して天然更新をのみ唱

える一種の技術清算主義では展望を切り開くこと

はとうていできない。

4．森林管理計画技術の確立

これまで「林学」教育，林業技術普及，森林行

政などにおいて，森林計画制度，森林経営計画と

呼ばれる林業独特の技術が大きな位置を占めてき

た。このことに触れずして森林・林業の技術を問

うことはできないと言っても過言ではない。事

実，数多くの報告者がこの問題に言及している。

このことに関する蜂屋報告の問題提起は説得的で

ある。つまり，これまでの単なる植伐計画として

の森林計画から脱皮し，わが国の森林が湿潤気候

下にあって生産力は高いが，大半が急傾斜の山地

に存在するという特性を踏まえて，“生産と保全”

を考えた森林管理計画技術を確立すべきだ，とす

るものである。

この問題は新しく発足した「森林整備計画」制

度や所有の枠をこえた属地的な一体的経営の展開

（｢団地共同施業」や「森林総合整備計画｣）に深

くかかわるだけでなく，各地で展開しつつある

“村おこし”の運動のなかで自主的な共同を土台

とする森林計画の樹立にもかかわっているだけ

に，強い関心が寄せられていたに違いない。木平



報告はこの課題をまともに取り上げようとしたも

のであったが,苦渋に満ちた提案をしている船越，

塚本報告に比較して，また，諸外国の森林計画の

推移を追って提言した熊崎コメントに比較して

も，あまりにも“牧歌的”で“楽観的”技術論で

あって，今日のきびしい状況との距離はあまりに

も大きすぎたように思う。

なによりもまず指摘しなくてはならないのは，

木曽谷10万haの森林が藩制期以来の施業案によ

る森林管理によっていまなお豊かな森林を維持

し，尾張地方の“水がめ”として豊かな水を供給

しているとする木平報告の事実誤認についてであ

る。それは全国一の山地災害に悩まされる南木曽

地域の痛ましい防災への努力に照らしても，ま

た，大量の風倒木の発生という特殊事情があった

にせよ，戦後の生産第一主義の経営計画による伐

採は豊富な天然林を伐りつくしてしまったという

事実に照らしても，明白であろう。こうした無力

化した計画を新たに「森林管理計画技術」として

再生させようとするところに論点がある。

また，森林管理の第一の目的として「次の世代

が我々と同じだけの効用を享受できるように森林

を維持する」ことをあげているが，大切なのはい

ま我々が直面している森林にかかわる様々なマイ

ナス問題を次の世代に引継いではならないという

ことであろう。それゆえに森林再建のための技術

の新たな開発が求められているのである。

また,木平報告は「森林所有者・生産者の立場」

なるものに立脚したとしているが，利潤漉得への

奉仕に終始したことから生じた技術進歩の歪みを

是正するところに技術研究の今日的課題を見いだ

すものにとって，とうてい埋めることのできない

落差を感じざるを得ない。技術が生産的実践の場

で試されるものであるかぎり，生産者の“利益擁

護の立場”を認めたとしても，需要不振下で売れ

ない林木をかかえ悩む林家に対して，木平報告が

「資源への需要にこたえて今日の森林の利用・生

産の拡大が必要」と説くに至っては自ら立脚した

立場にも矛盾せざるを得ない。

こうして“生産と保全”を考えた新たな計画技
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術を提唱した蜂屋報告の問題提起は，各論として

十分発展的にとらえるところまでに至らなかっ

た。それは課題がもつ困難性，体系化するのに必

要な個別技術の開発の遅れを反映するものであっ

たのかもしれない。事実，様々な立場から提唱さ

れている複層林，天然更新について，根岸報告は

「人工造林よりも天然更新の成絞がよい例もある

が，多くの樹種の天然更新は，技術的にはなお研

究段階にある」としている。林木生理，森林昆虫

の生態，計測手法など基礎的科学研究の面で大き

な成果をあげてきた「林学」研究が，人々が生活

し，くらしをたててゆくうえに必要な技術研究の

面で大きく立ち遅れているのに，思いを新たにせ

ざるを得なかった。

しかし，個別技術の研究が確立されるまで今直

面している困難な現実は待ってはくれないであろ

う。とすれば,手探りでも当面する“生産と保全”

の計画技術を追い求めなくてはならない。“技術

が客観的法則の意識的適用である”のも事実であ

るが，同時に，根岸報告が「いわゆる『スギ沢，

ヒノキ中腹，マツ尾根』の科学的なうらづけもす

すんだ」とするように，‘‘技術を通じて客観的法

則が認識される”ものでもあり，この点では楽観

主義の立場に立ちたい。

“生産と保全”の計画技術の方向については，

相互討論がなかったこともあって必ずしも明確に
●■●●

区分することはできないが，おおむね二つの方向

が提案されていた。その一つは，生産機能と環境

保全機能と同時に追求する計画技術を提案するも

ので,蜂屋,木平,熊崎の各論者であった。さらに

熊崎コメン1､では，木材販売収入では環境保全の

ための費用をまかないえない状況にかんがみ，社

会が明示的にこれを分担すべきことを積極的に提

案している。他の方向は，森林の機能区分を明確

にして，これまでの‘‘予定調和論”をこえた計画

制度を提案した船越，塚本報告であった。船越報

告は自ら参加している“村おこし”運動の経験に

もとづき，“緑や木材を生みだす力"としての地域

森林管理の組織的担い手への信頼と“限界”につ

いての認識を基本にしている。これに対して，塚

林業技術No.5061984.5
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第95回日本林学会大会の概要

第95回日本林学会大会は,4月1～3日，東京大学腱

学部会場にて開催された。

大会に先だって前日の3月31日,本会も共催に名を連

ねる公開シンポジウム「21世紀にむけての森林・林業」

（日本林学会主催）が飯田橋の家の光会館ホールにおい

て，満席の380名の参加のもとに開催された。木シンポ

ジウムは「緑問題の論議が国民的な関心を集めるように

なった今日，森林･林業に関する科学的理解をさらに深

めていただくことが必要である」という観点から，これ

からの森林の取り扱い，林業のすすむべき方向等につい

て技術的視点にたった熱心な論議が繰りひろげられた。

林学会での公開シンポジウムは長い歴史の中で初めて

の試みとのことでもあり，学会事務局では，対外宣伝等

にも力をいれ，準備をすすめてきた。

シンポジウムの内容については，本号の林政総合調査

研究所の安藤嘉友氏の報告をご覧下さい。

さて，大会第1日目は，今冬の厳寒を象徴するかのよ

うに朝のうち小雪が舞い，参加者を驚かせた。午前の時

間は，日本林学会総会と59年度日本林学賞受強者の識

演にあてられ，午後から会員による研究発表へと移っ

た。

総会では，上飯坂大会運営委員長の挨拶，千葉日本林

学会会長の挨拶，物故会員への黙とうの後，大会運営委

員長を議長に選び,以下の議事へとはいった。58年度事

業報告，同会計報告，59年度事業計画，同予卿案が審

議され,それぞれ承認された。59年度予算は前年度決算

とほぼ同じの3,360万円が計上された。以下，報告の中

からいくつかひろってみると，林学会の現在会員数は

2,483名となっていること，前回大会（岩手大学）では

発表件数452編，743名の参加者があり大会の新記録で

あったこと，第13期学術会議会員選挙の経緯と対応に

ついてのそれぞれの報告があった。また新しい試みとし

て，今大会から講演要旨集の刊行にあたり，キーワード

の採用が実施されていることが報告にあった。これは，

発表要旨を提出する際研究内容を端的に表現しうる用

語を5個以内で取りだし，キーワードとして併記するも

ので，データ入力，検索の際に役だてられる。

また次回大会は北海道大学農学部で開催されることが

決まった（大会運営委員長は小関北大教授)。

続いて，59年度林学賞受賞者の表彰が行われ,次の3

氏が受賞され，記念講演が行われた。目標とする林分配

置をめざすために，各小磁の伐採分期の決定を数理式を

使って解き，収種予定案に具体性を与えた木平勇吉氏

（信州大学）の「0－1線型計画法による小班別収種予

定｣。また，これまでの窒素単肥や三要素肥料重点の林

地施肥の効果についての反省から林分の成長と土壌およ

び葉中の縫分状態との関係，また塩基類の施用による栄

謎均衡等について考察した生原喜久雄氏(東京農工大学）

の「スギ施肥林分の栄韮均衡に関する研究一北関東地

方の秩父古生層地帯について｣。また困難なブナの更新
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本報告は森林のもつ土と水の保全機能のもつ“限ウムの中で圧巻であった。まず，「山地における

界”についての科学的研究を抵礎にしているもの国土と水の保全は『森林土壊の保全』につきる」

であった。と主題の技術の依拠すべき科学的基礎を明示して

ともあれ蜂屋報告の問題提起は，全体的に職種議論を進めている。

的に受けとめられ，資源の国家的管理の面でも，森林土壊は地下1.5m程度で浅いものである

個別経営の面でも，さらには地域林業の形成のうが，大小様々な孔隙が存在し，大孔隙は雨水の浸

えでも，森林管理の計画技術はあらためて｢林学」透と透下を助長し，洪水流出を減少させ，地下の

研究の主座に据えられたものといってよい。深部へ雨水を浸透させて水源かん養の機能を果た

し，他方，中小孔隙に浸透した雨水は，大孔隙中
5．個別科学の深化と経営技術

の土壌流と異なって流れは遅く，降雨のない時期

『国土と水の保全技術』を論じた塚本報告は，の河川水になるもので，貯水と流水との両者相ま

論理の明確さ，思い切った提案等今回のシンポジって水循環を調整する。また，土砂の流出，崩壊

林業技術No.5061984.5
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について，林内下層植物現存量容積密度が1.0以上の林

床では高温多湿な梅雨期後半からAo層が水分を失う梅

雨明け後の乾燥期に稚樹は枯死するなどいくつかの知見

を得て，雪上皆伐の10年前に林内下層植物を除去する

ことによって輪伐期100～120年でブナ林を保続するこ

とを考察した片岡寛純氏（日本大学）の「ブナ林の保続

に関する研究｣。以上で，午前の総会関係行事は終わっ

た。

会員による研究発表は，林政，経営（2会場)，立地

(2)，造林(4)，保謹(2)，防災(2),利用の7部門，14の会場

で2日まで行われた。発表者は1題につき15分の持時

間が与えられ，使用するスライドは10枚までとなって

いる。同じテーマに属するものは続けて発表され，3～

4題ごとに討議の時間をもたせてある。なお91回大会

から行われていたポスターセッションは今回は採用され

ていない。

総発表演題は405題，うち大学(演習林を含む）・高校

の研究者による発表は216題，以下国立林試（支場を含

む）・育種場132題,地方庁試験研究機関36題,林野庁・

営林局6題，林業外研究磯関および企業からの発表12

題，また外国人による発表が3題あった。

こうしてみると試験・研究機関に所属する会員の発表

が圧倒的に多く，行政職や現場・林業経営に携さわる会

員の発表はわずかである。最近の傾向として，林学会会

員の減少が，それも行政関係者の減少が取りざたされて

いるが，今大会の上述した数字はこれらを反映している

ものと思われるb一般には，林学会が純学術団体である

ことから，試験・研究職にある者の学会というような認

識が定着しつつあるようであるが，林学会は，林学の向

上，林業の発展を志す者はだれでも会員になることがで

きる団体である。そして林学会自身，研究と行政・現場

との交流，結びつきを土台に築きあげられていくもので

あろう。今後とも関係者の方々の努力により，林学会の

組織が強化され，行政・現場からも多くの調査結果や施

策の分析など情報を提供され，また試験・研究の成果な

どを学会誌大会で報告されることを期待したい。さら

に近い将来，林学会大会の総会席上において，行政代

表，林業家代表の登壇がみられることも期待したい。

さて毎年本誌で相当ページを割いて紹介している部門

ごとの研究発表は，今年はご覧のような誌面となり割愛

したが，研究発表から2，3ひろってみると…････経営

部門では広葉樹資源量の把握やアプローチに関する発表

が行われており，今後も研究が続けられていくテーマで

あろう。保護部門では今年もまつくい虫関係の発表が大

きな比重を占めた。被害はすでに岩手県南部にまで及ん

でいるという。また千葉県内の激甚地域に設けられてい

た試験地が，対象とする付近の松林がすべて枯れてしま

ったため，今は試験地としての機能を失ったというよう

なコメントも聞かれた。防災部門では昨年春の東北山火

事の調査・研究が発表されている。今大会の個々の発表

については，『第95回講演要旨集』が刊行されているの

で，こちらをご利用いただきたい。

翌3日は，林業経済学会，森林立地懇話会など9団体

によるシンポジウム・見学会が行われ4日間にわたる関

係行事すべてが終了した。

（編集部）

111Ⅱ111Ⅱ111Ⅱ11Ⅱ1ⅡⅡ1ⅡlⅡIIII1111IⅡ111Ⅱ11fⅡIⅡIIII1IIlIⅡ11111111Ⅱ111111111ⅡⅡ1111111111111冊I1IIII11IIⅡ111111Ⅱ111II11II01IIII111IⅡ111011111ⅡIII1IIIIlllIII11IIIIIIIIIIIII111IIIIIIIIIⅡ111111111ⅡⅡ11Ⅱ11Ⅱ1111ⅡIⅡIⅡⅡ111ⅡⅡ11Ⅱ1111ⅡⅡ

を防止する森林機能のメカニズムについては，一

つには，他の植生に比較して多くかつ土壌深くま

で存在する“根”が表層崩壊と表面侵食を抑制

し，林齢とともに根の量が増加し，防災機能が高

まる，二つには，落葉，腐植，苔，下草などの地

表面被覆の存在が雨滴衝撃を緩和させ，森林土壌

の構造を維持させ，表面流と表面侵食の発生を防

止すると指摘している。

したがって，森林が伐採されると根系による崩

壊防止機能が弱化する。古い根系が腐植し，新植

木の根を考慮しても5～20年生の林分で崩壊が高

齢林分よりも5倍も多いという。また，河川の水

量は森林伐採量と比例しており，火事や乱伐によ

る裸地の発生は，森林土壌を流出させ，雨水の流

量を増大させ洪水を引き起こす。このようにして

“みどりのダム”機能が明らかにされたかのどと

く見えるが，「水土保全に有効な土壌層が発達す

るには少なくとも100年のオーダーが必要」なの

であり，人間が制御できるのは，100年で起きる

循環を悪化しないように長くする程度のことにす

ぎないとする。また「都市部における雨水の流量

は降雨量に正比例するが，森林部では最初の雨水

の保水能力は高いが一定限度をこえると流量は極

端に増大する」という。このように，塚本報告は

林業技術No.5061984．5
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安直な森林機能への絶対視をいましめる科学者の

冷い指摘を忘れていない。

防災科学についてほとんど知らないものがする

塚本報告の内容紹介は，大きな誤りを犯している

であろうし，確実に不十分なものであることは自

覚しているが，こうした科学的研究の成果を踏ま

えた塚本提案を紹介するうえで欠かせないと考え

たからである。報告のきわだった特徴は，科学的

発見やそれの現実の適用にあたって一方的立場に

立たず，客観的法則を“試験管”の中のものとし

てとらえずに，現実の多様性，多面性の中でとら

えようとしているところにある。たとえば，森林

土壌，根系，地表の被覆のもつ諸機能にしても，

林木の蒸散機能にしても，人間が生存するかぎり

何らかの形で自然の破壊や変化をせざるを得ない

ものであるかぎり進められるであろう森林の伐採

や農用地都市用地への転換，植林や除，間伐な

どの生産行為がさきの機能に与える影響は，お互

いに矛盾関係に立つのであって，森林の形状，さ

らに筆者流に言えば個別経営体の性格にもとづい

て，科学的認識を基礎に“優先順序”をつけるこ

とだとしているのである。

こうした立場であるがゆえに，塚本報告の提案

は説得力をもつのである。たとえば，土の保全に

ついては，崩壊危険度の高い斜面では施業制限を

行い，一般森林斜而では立地区分を行って多様な

施業方法をとるとしたうえで畷林の力だけでは

斜面の安定確保が難しいことが多い」とし，土木

的工作物の重要性にも目を向けている。また，水

保全にかかわっては，渇水期のための貯水機能を

高めるという具体的課題を取り上げ，森林土壌に

よる水循環機能に加えて積極的に水を生産するた

めに，蒸散量を制御する目的意識的な林分密度管

理を行う必要を説き，除，間伐の重要性を積極的

に提案している。

何事によらず，専門家による専門的報告には興

味を覚える口であるが，林業経済研究が担うべき

課題にもかかわって，塚本報告から多くの知見を

得た。しかし，提案された個別技術が経営技術と

して具体的な生産的実践の場で有効に働くように

林業技術No.5061984.5

するシステム如何，また，土壌と根系の重視は理

解できるとしても，間伐の立ち遅れが森林荒廃を

生み，災害につながっているとする見解との関連

如何などについても知見を披れきして欲しかった

ところである。

6．「林学」の技術研究と担い手

今回のシンポジウムは，日本林学会がこれまで

の研究と技術開発を世に問うたものとされている

が,結果的には，「林学」の技術研究の現段階は新

しい重大課題をかかえ，その多くの解決を今後に

残していることを明らかにした。“科学的知識の

普及”よりは，“自ら知らないこと，明らかにし

得ていないこと”を自ら告白することのほうが積

極的ではあろう。しかし，こうした事態を引き起

こしている要因を明らかにしないでは，本来の技

術研究の発展は望めない。

「林学」の主要な研究分野が技術開発にあるこ

とを否定するものはいない。そして技術が客観的

法則を土台にするものであり，研究対象のもつ法

則を明らかにする基礎研究に向かうのは当然のこ

とと言ってよい。こうして，大学や試験研究機関

における基礎研究が開花したのであった。ところ

が，この甚礎研究を土台にした現場で適用する具

体的な技術を開発する仕組みをもたないのが「林

学」研究のように思えてならない。その原因とし

て第一にあげられるのは，あまりにも生産現場と

無縁に「林学」の技術研究が進められているから

である。技術の進歩は，試験研究機関だけが担っ

ているのではなく，町の発明家を含め，生産を担

当する広範な人々によって担われているものであ

る。こうした様々な技術にかかわる人々の知識を

生かす組織体制がなく，基礎研究と現場とが直接

相対するかのどとき状況にある。

第二には，たとえば植栽本数，樹種，間伐方法

などの技術をとっても，一度「林学」研究によっ

て一応の体系が提示され，それが補助など行政上

の基準として制度化されると，よしんば部分的研

究であってもあたかも総合的・実用的技術として

定着させられ,"技術の硬直化”とでもいうべき事



態が広範に生ずる。一時期の精英樹の普及や1ha

4,000本植えなどはその典型であろう。このこと

のために，第三には，技術普及が常に上から下へ

流れる一方交通であって，民間の伝承技術も横に

広がるのではなく，一度国の諸制度にすい上げら

れて普及する。計画制度などはその典型であった

といってよい。

こうした技術の研究や普及のあり方に「林学」

研究は，無関心のまま放置し，その結果自らの技

術研究の限界を作ってしまったように思われてな

らない。行政と研究との緊張関係を放棄するもの

は研究そのものを喪失することになりかねないの

である。

第四には，他の産業分野で開発された技術の適

用についても，森林や林業のもつ特質を無視して

導入することの危険なことは，大型林道の開設一

つとってもいまや自明である。“開発した技術の

適応問題は経営と経済の問題である”とする立場

では，今日直面する技術問題に答えることはでき

ないのであって，技術研究の上に立って必要なら

ば経営や経済の体制を告発すべきであろう。医学

の立場から職業病や公害病を告発することによっ

て社会の発展に大きく寄与したようにである。こ

の点では，「バイオテクノロジー｣，「リモートセ

ンシング」の先端技術の導入にあたっても深く考

慮すべき点である。

第五には，個別技術にかかわる「林学」研究は

それなりに進歩，発達しているようであるが，そ

れを総合化し，経営技術にしてゆく中間の技術開

発の機構が脆弱のように思われる。この問題にか

かわっては，具体的にそれを担う機関の設立も欠

かせないが，同時に，森林施業や林業経営の理論

研究を格段に強化することも必要であろう。

最後に，林業技術の継承とその担い手問題につ

いてである。かつての林業技術の継承は，伐出技

術については古い雇用関係のもとではあったが，

組頭制度の中で“徒弟制度”でなされ，育林技術

については林家の“家庭教育”でなされてきた。

戦後の林業構造の変化，技術の変化は，古い技術

の伝承力をたち切ったのであり，それに代わるも

森林･林業の国民的課題と｢林学｣技術研究の今日15

のを創設しないでは，技術の発展をはかることな

ど到底できない。ここには「林判に課された新

しい教育問題があり，主体的な面では林業労働運

動の一つの課題でもあろう。

7．林業の今日と技術者運動

木材の価格・流通という狭い分野の専門研究者

である筆者にとって，自らの固有の領域からはる

かに離れた問題をとりあげてきた。それは，“森

と緑”のなまやさしくない今日の林業に身を置く

ものとして，災害問題，間伐問題，放置森林の増

大，公益的機能と費用負担問題など山積みする林

業問題を解決していくうえで，技術問題はさけて

は通れないと考えたからにほかならない。自主

的，個性的な“村おこし”運動に進歩の潮流を大

きくする歴史の赤い糸を見る立場からいっても，

技術問題は欠かせない現実的課題であるからであ

る。

このような立場からいえば，一つには技術研究

者と経済・経営研究者との密接な交流と討議二

つには技術研究者と技術の担い手の絶え間ない交

流の必要性を提案しておきたい。さらには，すで

に指摘した技術研究の体制，技術普及の制度，行

政との関係，技術教育など今日かかえる様々な技

術をめぐる問題に「林学」研究者が積極的に発言

することをなによりも望みたい。こうしたことを

通じて，本当の技術者運動が芽ばえることを渇望

するものである。

かつて60年代中葉に，薬剤問題や自然破壊を

めぐって林業分野の技術者連動が大きな高まりを

見せたが，「低成長」経済に入って運動のエネル

ギーは縮小してきているように思われてならな

い。この運動がベトナムでの“枯葉作戦”などと

かかわりつつ告発運動として始まった歴史的必然

性を無視するものではないが，林家や林業労働者

が当面する様々な技術問題を取り上げ，集団の知

恵と力で解決してゆくエネルギーを蓄積できな

かったのはなぜか，を問い直す必要があろう。そ

れゆえ，“村おこし"，“地場産業おこし"に取り組

んでいる地域で，林業の技術問題を総合的に取り

林業技術No.5061984.5
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上げ，解決してゆくために，関係する林家，森林

組合・市町村・農協などの職員，木材業者，林業

労働者などに「林学」研究者も加わって“草の根

技術者運動”を提起しておきたいのである。今を

切り抜ける技術なしに将来の技術展望はないから

である。

近年,21世紀論が花盛りであるが,それは80年

代中葉の現代が，激しい産業の分化と多様化，第

三の産業革命といわれる情報を主軸にする技術革

新の進行など歴史的転換期にあるからにほかなら

ない。これらから森林・林業も無縁ではあり得な

い。今回のシンポジウムが成果はともあれ「21

世紀にむけて」を標携したゆえんもここにあった

と言えよう。また，海外協力の問題が取り上げら

れたのも，経済の分野で，政治の分野でますます

緊密に結びつけられ，環境問題一つとっても遠い

他国で発生した酸性雨は自国の環境問題を惹起し

ていることや地球の裏側で生じたことがただちに

日本の株価や金利に影響を与えるまでになった今

日の世界の構造的特徴を反映したものであろう。

しかし，21世紀はあくまで歴史の一段階にすぎ

ないのであり，“いま"を見定め正してゆくほかは

なく，地球がせばまったとはいえ自らの"足元"を

見定め改善してゆくほかないことに変わりはない

であろう。それゆえに，今日かかえている技術問

題を解決することが依然として重要なのである。

（あんどうよしとも．林政総合洲査研究所研究員）

刊の行お知らせ一・一一・一・－－－－

新刊価値ある森林（やま）づくりをすすめるために

枝打ち－基礎と応用扇,騒騒毒",…。
既著『枝打ちとその考え方』（わかりやすい林業研究解説シリーズ）で，枝打ちの体系的な考
え方とその根拠を提示，よき指針書として好評を博してから8年一その後の多くの研究成果を
加えて，想を新たに，枝打ちの基礎から実際までを整理検討し，他の保育技術との関係も重視し
た林業経営者のための枝打ち読本。多くの示唆に富む本書は個々 の“枝打技術，燭臘立のための良
きアドバイザー。

〔内容]I枝打ちの意味Ⅱ枝打ちに関する基礎理論1.幹と枝および節の形成2.樹冠の
構造と幹の生長3.枝打ちと幹の生長4.枝の巻込みと節の形成5.枝打ちと材質6.枝打ちに
関係する幹の変色7.枝打ちと品種8.林分密度と枝打ち9.枝打方法と林分構造10.枝打ち
と間伐，施肥効果との関係11.枝打ちと生態系，特に地力維持と水分収支12.枝打ちと病虫害

13.枝打ちと気象災害Ⅲ材の評価1.材の価格評価2.良質材の条件Ⅳ林業経営における
枝打ちの理論1枝打効果とその応用2.施業体系と枝打ち3.目標に応じた枝打ちの管理技術
4.枝打ちの作業技術5.枝打ちの経済的評価6.枝打ちの記録と結果の解析Vスギ・ヒノキ以
外の樹種の枝打ちカラマツ・アカエゾマツ・アカマツ・有用広葉樹

スギ材産地の進路調雲,護鬘価2焉,雷繍円）
外材攻勢によって，多くの並材産地が後退・低迷を余儀なくされている中で，大分県日田地域
にあっては，関係者の努力により，体質改善等が行われ，九州地方を中心に販路を大きく拡大し
ている。

本書は，日脳産地における,森林経営,森林施業,素材生産,原木市売市場,製材工場,日田材の消
費地一いわゆる川上から川下までを垂直的に掘り下げて，その生産流通過程の実態と問題点，
展望を明らかにする。全国の並材産地の今後の在り方に示唆するところ大きなものがあろう。

森林航測第,42号欝職響霧"管欝
〔142号(59年3月発行)内容〕植生と土壌一大井川源流域亜高山帯の森林と土壌(林試土塊部・
小林繁男)／広葉樹の空中写真判読(林試調査部･樋渡幸男)／森林施業の糸口をつかむための空中
写真の利用一経年変化にみる風倒跡天然林の回復(北見営林支局計画課･鎌田宗保)／森の履歴書
－赤沢ヒノキ林(長野営林局計画課･原田文夫)／演習･初心者のための空中写真一実技編･賑終
回)林道路線の選定と環境アセスメント／紋様百態一空から見た大地の表情

一---‐‐‐---.-----ゞ ･一…一･一･発行日本林業技術協会
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新谷融

林道法面の植生回復

1．はじめに

流域開発の先駆的役割を果たしてきた林道は，ときに

は自然環境破壊の元凶として，自然保護分野から指弾ざ

れることがある。しかし，こうした指摘は，流域開発の

あり方に対する国民的関心の高まりの反映であって，開

発と保全の調和を模索するうえでの典型例が林道開発に

あるともいえる。

流域環境に大きな変化を与えるものとしては，水資源

開発（ダム築造)，道路開発，森林開発（林道，伐採)，

農地開発偉地，葡馳)，観光，レジャー開発(ゴルフ，

スキー場)，地下資源（石炭，砂利，砕石）や宅地開発

などがあげられる。これら諸開発の中では，山岳水源地

域における道路開発とくに林道開設が，自然的環境の豊

かな景勝地や自然公園内で行われるため，流域全体に与

える二次的影緋だけでなく自然的環境悪化の直接要因に

なるのではないかという危機感から，とくに大きな注目

を浴びている。

2．林道開設と自然景観の変化

流域における森林の開発や施業に対する国民的関心

は，林業部門による森林開発によってではなく，むしろ

他部開による流域開発の進行によって増大していったも

のである。とくに昭和30年代以後の流域奥地の諸開発

が進むにつれて，林地開発が他の産業部門の手によって

大規模に行われ，水，土地，鉱物あるいは景観資源が開

発されていった。そしてこれらの開発基盤として山岳道

路の開発が先行したのであるが，これらの山岳道路をと

おして，日常的な人工空間を脱出し，自然に対する欲求

を満たすために多くの国民が森林地帯に入り込むように

なってきた。このため，自然的森林の大規模改造であり

景観の激変をもたらしている林道開設の実態に触れる機

会が増大し，ときには過度ともいえる森林開発批判が現

出してきた。

林道開設による流域環境変化は，物理的現象として映

る場合と，生物的現象として映る場合があるが，前者は

地形改造とそれにともなう崩壊，土砂流出の発生であ

り，後者は植生はぎ取りによる一時的な裸地出現と植生

変化あるいは植生導入による人工景観の出現である。そ

して自然保謹の視点から指摘されてきたのは，前者の物

理的環境保全の視点もさることながら，後者の自然生態

系保全の視点が強調されてきたきらいがある。

北海道内における事例でも，とくに水資源開発のダム

築造や地下資源開発による大規模人工裸地が，地形，植

生改造の典型例として取り上げられてはいるが，とくに

問題となるのはダム築造にともなう付替え林道である。

この付替え林道は，数十mもの長大人工“取り）斜面

が沿線全域にわたり，道路維持に重大な障害を与えてい

るばかりか，開設時の捨土による斜面下部の植生破壊は

もとより，崩落土砂処理に起因した植生消失と土砂の流

出が，随所にみることができる（図・1)。

しかし，流域環境の人工改変に対する国民的関心の増

大は，各種産業部門による林地乱開発を停止させ，流域

環境，自然景観の保謹に対する技術的対応を要求し，人

図･1林道開設と捨土

林業技術蘭0.5061984.5
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崖錐堆穂部 湧水 部
図・2林道法面の植生侭入

り，生物現象と植物侵入の場合の条件である物理現象と

の複合現象でもある。すなわち，植物種子の散布，付

着，発芽，初期成長といった植生侵入の各場面に対応し

て，それぞれ侵入場の物理的条件を必要としてくる。

筆者らが北海道内の山岳道路において行った切取法面

と盛土法面における周辺植生侵入による自然回復状況調

査結果によると，まず切取放置法面における植生侵入

は，おもに法面崩土堆積地，法面湧水部において行われ

（図・2)，ヤナギ．ハンノキ．カンパ類を主とした先駆

広葉樹およびオオブキ．エゾヨモギ．オオイタドリ．ス

ギナ.ヒメジョオンなどの草本類が優占していた。

これらの侵入植物による被覆率を植生回復の一つの尺

度としてみると，切取法面においては法長の規模によっ

て，侵入状況が大きく異なっている。いま図‘3に，法

長を4段階に区分して，経過年数と被覆率であらわし

た。これによると，法長が8m以内であれば，経過年数

’0年で被覆率'00％に達するものもある一方で,9nl以

上の法長になると植生回復はかなり遅くなる傾向がみら

れる。法長が大きくなると，風化崩土の供給が長期間継

続するために’法長表面はもとより法尻部の崩土堆積地

もなかなか安定しずらい。すなわち，斜面土臓はもとよ

り，斜面表土の安定さの度合が法長の規模に大きく関与

しており，植生侵入を強く規制していることを意味して

いる。

4．法面基礎工と木本侵入

一方，切取法面法尻部の平たん部や擁壁工天端背後部

の平たん部，さらに法面内に設けられた小段と平たん部

においては木本侵入が極めて良好であった（図.4)。

また，図.5に木本侵入密度について工種別にあらわ

してみた。これによると’植生工未施工区の切取法面

（切土，ステップ，擁壁工）は，筋芝工施工の盛土法面

と吹付け工施工の切取法面にくらべ，侵入密度が高く，

しかもステップや擁壁工の基礎工施工区が木本侵入が良
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図･3法長と植生回復

工裸地に対しては大型牧草類を主体とした早期緑化技術

嘘子吹付け工など）が発展していった。しかし，大型

草本類を主体とした裸地補修技術に対しては，自然景観

保謹の視点から批判を受け始め，自然回復のための緑化

技術に対する再検討が要求されてきてもいる。

外来牧草を主体とした植生工が高標高の山岳地帯に及

ぶにつれて，景観上・種稚成上からも異様な人工空間を

現出せしめているとの批判が出されている。これは外来

草本の自然公園内への侵入と，木本類の消失によって生

じた，空間的ではない平面的人工植生景観をさしてい

る。すなわち，自然公園内の山岳道路にあっては，平地

部の高速道路のような高度な人工景観とは異なり，自然

景観に調和した人工空間であることがより求められてい

るのである。

3．人工裸地と植生侵入

山岳道路の典型としての林道は，捨土処理の問題を除

けば，切取法面と盛土法面の人工裸地における植生復元

方法が課題となる。そして周辺の郷土種による植生侵入

が期待され，なかでも景観的に空間を構成する木本類へ

の期待が極めて高くなる。

人工裸地における植生侵入は，火山活動や大規模泥流

によって生じる天然裸地の植生遷移と同質の現象であ

林業技術No.5061984．5
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7
m

擁壁工施工部法尻部

１
－

＞

金網工施工部

基礎工と木本類の侵入

盛土法面の筋芝工と吹付け工区とを対比すると，筋芝エ

プ区にあっては施工後5年を経過すると50％以上の侵入

率を示すものが多いが，吹付け工区では10年を経過し

てもすべてが30％以下の低い侵入率であった2)。

以上の事実は，散布種子が，付着し得る表土（すなわ

ち裸地）を必要とし，また付着種子の発芽一成長の全過

程において，付着した表土の物理的安定を必要としてい

ることを意味している。すなわち，いったん付着した種

子が発芽するための水分条件，さらには発芽種子が水

分・光条件を継続的に保障されるための安定条件が植生

回復の必須条件となっていることをあらわしている。

また導入植生と侵入植生との関連についてみると，緑

化工未施工区のほうが施工区よりも植生侵入は当然のよ

うに旺盛であり，また面的緑化工区よりも線的緑化工区

のほうが植生侵入は良好である。このことは，散布種子

の付着場の多さもさることながら，発芽能力保有期間に

おける表土への種子付着が導入植生に阻害され，またい

小 段

図o4

●
○
△
ロ
×

切土

盛土
ステッ

擁壁工
吹付け

200

△

５０

００

木
本
本
数

△
△

●

△

●

△

●

｡
●

； 弛 且：

50 、

雲､“：；
●

i，
0 ５ 10

経過年数

l5Y

図･5エ種別の木本侵入密度(5m×5m) ったん付着した種子も光条件が劣悪なために発芽が阻害

好であった。され，生長段階にあってはさらに根の競合による水分．

また，粗粒角礫よりなる崖錐崩積地や凹凸の多い岩礫栄養砿保条件において劣ることによっている。

法面においては侵入が良好である一方で，法面の平滑な5．道路構造と植生空間

軟岩斜面においては，木本侵入が不良であった。さらに路体・路盤・路面および法面など道路構造の安定と路

林業技術No.5061984．5
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図･6路線空間の基礎工と植生回復

線の維持をはかるためには，設計段階が最も重要とな

る。そして，地盤・表土・地表水．地下水などの基礎処

理が行われるが，これらの基礎工は単なる物理的な地形

改造にとどまらず，植生空間造成における基礎工ともな

る（図・6)。

しかし,現在の法面植生工は，道路機造物の補完物と

位置づけられているため，ときに植生は無視され，また

は逆に過度な期待をかけられることがある。しかし，生

命体である植物群が道路榊造物の一部として位置づけら

れるためには，植物現象を設計段階で考慮に入れ，植生

を含んだ改造地形の維持がはかられねばならない。たと

えば，単一法長を8m以下としこれを超過する際は小段

（幅1～2m)を設ける。法尻下部に2nl幅以上の路側

帯を設ける。ステップ上に粗粒の砕石砂利を客土する。

さらに岩盤法面の平滑さを取り除く。そして各種基礎工

を導入することなどが重要となる。これらは倉田4)のい

う植生誘導方式であり，植生自然回復の基礎工となる。

いま，植生回復の速度についてみると，周辺景観と差

異のない段階に到達するには約40年の年数を必要とし

ているが’基礎工が施されている場合には20年で到達

する。しかし周辺の人工裸地が視界からほぼ消滅するに

は漁鈍設で約20年であるが，埜礎工区では約10年であ

る8)。

これらの侵入木本類は，時間とともに空間を占有し，

草本類には期待し得ない機能を発揮し始める。とくに，

修景的な意味で有効なものは，裸地のしゃへい機能であ

林業技術No.5061984.5

るﾕ)。また高速道路における中央分離帯の

しや光機能，小段における視線誘導機能も

重要である。

山岳景勝地にあっては，当然のように岩

溌法面がほとんどであることから，牧草類

吹付けによる早期緑化方式が画一的に採用

されているが，自然植生の誘導方式がより

検討されてもよいと思われる。

とくに小段や路側平たん部への侵入木本

類は人工裸地法面をしゃへいすることか

ら，より早期の修景が要求されるときに

は，これら平たん部への樹木植栽と法面へ

の草本導入との組合せが良案と思われる。

6．おわりに

自然保謹分野から自然破壊の元凶とまで

批判されてきた林道開設にあっては，山岳

地帯であるがゆえに開設路線に対応すべき

の道路にくらべ当然のようにより高度なも

して自然環境の改造と復元（物理的現象と

技術は平野部の道路にくらべ当然のようにより高度なも

のとなる。そして自然環境の改造と復元（物理的現象と

生物的現象とのコントロール）について長い歴史の中で

つちかってきた林業技術（土木技術十植生技術）が展開

され得る場面でもあり，とくに樹木を主体とした植生復

元技術の有効性を国民的認識に高め得る絶好の場面とも

考えられる。

（あらやとおる．露瀧耀助教授）
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長田十九三・清藤城宏｡田辺昭

富士スバルラインに見る植生の回復

l

ll

I

’

2．沿線における植生の定着

富士山北漣の森林帯は，植物の垂直分布，特に

樹木については標識的であり表。，に示すとおり

である。

沿線にそって，山地帯である標高1,500mまで

は’アカマツ林を主体として郷土種のニシキウツ

ギ，バッコヤナギ，ハンノキ，などが開通まもな

く侵入してきたが’亜高山帯の標高1,700m以上

については植物の侵入も遅れて各方面から自然破

壊されているとの指摘もあった。

1°はじめに

富士スバルラインは，昭和39年に全線が開通

し，今年で20年目を迎えた。

本誌No.369号（昭和50年3月号）で，この道

路の開設の経過と，沿線の緑化試験の内容などに

ついて，中間報告をさせていただいた。この中間

報告の中では図･1のように3つの試験の経過を

報告したが，今回もその後のスバルライン沿線の

植生の回復と緑化復元の効果などそれぞれの試験

の現況について述べてみたい。

｛ 、 ●植生調査試験地

■人工植栽による緑化試験地

△枯損木除去試験地~、
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図･1宮士スパルライン沿線試験地竹霧回

林業技術No.5061984.5
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表･1富士スパルライン沿線の森林帯

’ 帯’ 備 考
I ’｡~7.‘ 357～192“ アカマツ |擢驚岩流上を等高線にほぼ直角に山頂方向
2 7．5～12．0 カラマツ，シラベ(人工林） ゆるやかなカーブを含み直進する

312.0～15.01,450～1,600シラベ(人工林),シラカンパ,コメツガ西に迂回等高線を斜めに切って進む

415.0～19.01,600～1,835カラマツ(人工林)，コメツガ，シラベ西斜面を精進登山道と交差し進む

Sl".｡~25.41,835~2,,‘Oｼﾗべ,コメﾂガ，ｵｵｼﾗピｿ南西斜面を屈曲蛇行し高度を上げる
6125.4~2,.s2,,‘｡~2,306ｶﾗﾏﾂ,ダケカンパ,ｵｵｼﾗピｿ北斜面に転じ,ほぼ等高綴沿いに進む

3 12．0～15．0

1,200-1,4501
'1,450~',‘00｜ｼﾗべ(人工林),ｼﾗｶﾝバ,ｺﾒﾂｶ｜西に迂回等高線を斜めに切って進む

表･2出現する主な木草本類

1

1，7“、

2

1,850m

3

2，0〔X)、

全
→

2．150m

ニシキウツギ，カラマツ，ツガ，フジザクラ，タラノキ，
パッコヤナギ，クマイチゴ

シラベ，ツガ，カラマツ，ナナカマド，ツリパナ，シモツ
ケ

ダケカンパ，シラベ，ナナカマド，カラマツ，コメツガ，
ミネヤナギ

ダケカンパ，ナナカマド，シラベ，ミネヤナギ，ハク･ﾘｰﾝ
シャクナゲ，オオシラピソ

’
ニーーーーーー

類

ヨモギ，ホタルプクロ，ヤマハハコ，イタドリ，オオマチ
ヨイグサ，シロバナヘピイチゴ，K･R･F

ヨモギ，ヤマハハコ，ヒメノガリヤス，ホタルプクロ，上
ヨドリバナ，KoRoF

ヤマハハコ，ヨモギ，アキノキリンソウ，ヒメノガリヤ
ス，イタドリ，キオン

ヤマハハコ，アキノキリンソウ，ホタルブクロ，キオ･ン，
イタドリ，オンタデ，K･R･F

5カラマツ，シラベ，ダケカンバ，ミヤマハンノキ，シャクオンタデ，フジイタドリ，フジハタザオ，オトコヨモギ，
2,soomナゲ，ミネヤナギK･R･F

写真･1植生の回復状況醗商2,150m地点）
睦：1971年10月，右:1982年10月）

しかし，開通以来20年を経過した現在では，

標高1,700mlから2,300mまでの間に設けた5カ

所の試験地内の植生の回復は進み，沿線にそって

郷土種の出現が前回の報告よりも種類も多く，特

に木本類の侵入が多くなってきている。植生調査

地5カ所に出現している木本類と草本類の優占度

の高いものをあげてみると表･2のようになる。

標高別に出現している植物は前回の報告からみる

と郷土種が目立ち，特に木本類は定着し生育もよ

林業技術No5061984．5

い。

調査地を全体的にみると，標高

2,000m以下では，木本類が12種，

草本類では30種をこえているが，

一方標高2,100m以上になると出現

する植物は限られ，木本類では，ダ

ヶヵンバ，カラマツ，シラベ，シャ

クナゲやミネヤナギが多く出現して

いる。また草本類では，イタドリ，

オンタデなど主にフジハタザオなど

の亜高山性の植物で占め，特にイタ

ドリ，オンタデなどの生育はよく木

本類の侵入を保護しているため裸地

が，これらの植物が侵入するものとは点々とあるが，これらの植物が侵入するものと

思われる。こうした郷土種の侵入が多くなること

は，盛土，切取面の表土力蛍安定し植物の実生が定

着してきたものと考えてよい（写真･1)。

定着したこれらの木本植物の生育は標高の高い

2,300mを除いて生育はよく，樹高2]nを越えて

いるところもある。

郷土種の出現してきた反面，緑化工で使用した

外来草をみると，特にクリーピンクレッドフェス
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写真･2人工植栽による緑化（左：1973年7月，右？1982年7月）

％
８クなどはしだいに生育が衰えはじめてきているた

め，やがては郷土種に移行してゆくであろう。早

期緑化手法により年度が経過したなかで，地表面

が安定し，郷土種の種子の飛来を期待した成果も

見逃せない。林内でも林床や倒木上などにはコケ

類が侵入し木本類の旺盛な更新が目立っている。

3．早期成林を目的とした巣植による

樹木の生育

気象条件のきびしい亜高山帯の群落構造は，気

象，土壌，構成種，種の繁殖性の諸要因により群

状に密生している場合が多い。このような自然状

態を考脳に入れ，保護効果，競争効果をねらって

巣植と樹種混交による手法を用いた。供試木はシ

ラベ，カラマツ，コメツガ，ダケカンパおよびナ

ナカマドの5樹種である。巣植の方法は一辺1m

の正方形の4隅に副林木，中心には主林木を配置

し8,000本/ha植栽を行った。試験地は前回でも

説明してあるが，未熟土壌の裸地であったため地

床の安定と，マルチ効果を考慮し巣に緑化袋4袋

を同時に施工した。

1983年(13年目）の結果をみると，現在の残存

本数は,カラマツ,シラベ以外は非常に少なく，ダ

ケカンバは活着した苗も衰退し0となっている。

カラマツを除いてはすべて山行苗を用い，シラベ

以外は苗木形質が不良であったこと，特に広葉樹

は植栽時の開葉が影響して残存本数の減少をみ

た。これらの結果から植栽用苗木は十分に育苗山

引養苗してから供する必要がある.ことがわかっ

た。

生育についてみると，平均樹高でカラマツ346

CIn,シラベ144cm,ナナカマド108cm,コメツ

丁’
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枯損の推移

ガ60cmである。樹種による組合せでは，完全に

巣になっているシラベ×カラマツ区のシラベの生

育がよく，密閉林分を形成しており保護効果があ

ったためと考えられた。

当年伸長はカラマツ41cm,シラベ18cln,ナ

ナカマド18cm,コメツガ19cmである。シラベ

などのモミ属の生長は周期生長を示すため植栽後

数年は十分な生長を期待することはできないが，

植栽して10年以上経過した現在では順調に伸び

てきている。したがって巣植により初期に保護効

果を高めて生長期の条件を作っておくことが必要

である。カラマツは活着，生長もよく副林木とし

ての役割を十分担いうるので，カラマツの積極的

導入が早期成林につながるものと思われる。今後

はカラマツの本数をどう調整するかが問題である

林業技術No.5061.984．5
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（写真･2)。

4．枯損木の推移と稚樹の消長と生育

道路にそって，標高2,100m地点に設定した枯

損木除去試験地の枯損の推移を図・2に示した。

設定当時は除去区の平均枯損率44％，保残区38

％であった。その後の枯損の推移をみると，設定

2年目は全体で5.9％の枯損の進行がみられた

が，現在では1．9％と自然の枯損率とほとんど同

じで安定してきている。

雅樹の消長と生育を図・3,4に示した。この結

果から稚樹の発生は，シラベ，オオシラビソ，コ

メツガが主体で調査年度により変動はみられる

が，除去区におけるシラベ，オオシラビソの発生

量が多く，林床にも多くの実生（芽ばえ）がみら

れる反面，コメツガ，その他の樹種は減少してい

る傾向がみられる。

これらの主樹種の生育をみると，各年度の気象

林業技術No.5061984.5

条件などによってその年の伸長は左右されるが，

図で示すように陽光の多い除去区の生育がよい。

このことは上木の枯損木を除去すること･により後

継樹の生育を助長するものと考えられる。

5．おわりに

富士スバルラインの植生の回復をそれぞれの試

験をとおして述べたが，これらの結果から植生の

回復は着実に安定してきているが，まだ残されて

いる問題も多い。

また沿線のみでなく，富士スパルラインに訪れ

る観光客など林内への立入などで植物の持去りな

どの被害も見うけられるため，今後ともこれらの

調査をとおして緑化復元につとめたい。

儲塞裂…：…嬢崎剛）
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’ 野中重之
’

タケノコ生産と竹林の管理

1．まえがき

タケノコの需要は20年前に比べ3倍，10年前

に比べ2倍と順調に伸び，国民’人当たりの消費

量は2.5kgとなっている。一方，供給面では生

換算でみた場合，国内産物と輸入物とがほぼ同鐘

となっている。特に最近では中国産タケノコの輸

入が増大傾'句にあり，国内産の生産基盤の充実と

生産技術の向上が強く望まれている。そこで，福

岡県林業試験場での試験結果や県内の実態分析等

をまじえ，タケノコ（モウソウ）生産技術につい

て紹介する。

2．タケノコ栽培法

タケノコは’放任状態の竹林でも100～150kg

/10a(以下10a)程度収穫することができる。

しかし，豊凶（表年・裏年）の差が大きく，品質

（味，型）が劣り，発生時期も遅いため収益が低

い。農林家の副業として導入するからには，少な

くとも1,000kg,しかも豊凶の差をなくし，発

生時期を早めなければ妙味のある作物とはいえな

い。

栽培の基本は，良い竹林づくり（親竹管理）に

あり，これだけで400～500kgまで増産させるこ

とができ，これに施肥をする（施肥管理)と’’500

~2,000kgのタケノコを収穫できる。

A親竹管理

親竹管理とは，良い竹林の作り方ということ

で，これには，新竹の仕立方（親竹用タケノコの

残し方）と老齢化した竹の伐竹更新とに大別でき

る。

（1）新竹の仕立方

’
新竹の仕立方が，タケノコ栽培の基本といって

も過言ではない。親竹は，普通5年までおくの

で，悪い竹を仕立てると，その間タケノコ発生を

低下させる。そこで，新竹仕立てにあたっては，

「どのようなものを」「いつ」「何本」といったこ

とに留意しなければならない。

1）新竹＝親竹の大きさ

親竹の大きさは大～小と様々みられるが，目通

直径が11～14cmといった大径竹よりも8～10

cm程度の中径竹としたほうが，発筍本数や重量

が多く，また，消費者に喜ばれる小～中規格の割

合も多くなることが，試験の結果，明らかとなっ

た。本県の優良竹林でも，親竹の大きさを8～

10.9cmとしているところが72%を占め，しかも

単位面積当たりの生産量も高い傾向を示してい

る。

新竹の大きさを決定するにあたっては，地力や

傾斜向等によって若干異なるものの，平均9.0～

10,5cmぐらいが望ましい。これには，タケノコ

の時にその大きさを予測しなければならない。予

測の一方法として，タケノコが地面から10cm伸

びている時，地際直径を測定，その数値に＋2～

+3cm,もし20cIn伸びている時は+1～－1

cmしたものが，新竹＝親竹(成竹後は太らない）

の大きさとみてよい。

2）新竹（タケノコ時）の形

タケノコの時に，すでに親竹となった時の形を

備えているもので，良い親竹となるものを仕立て

なければならない。タケノコの形は砲弾，三角，

細長に大別でき，またタケノコ先端の葉片(小葉）

林業技術No.5061984.5
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(％） 表･1親竹密度別の新竹仕立本数と伐竹本数(10a当たり）

８
４
０
６
２
８
４
０
．
６
２

３
３
３
２
２
１
１
１

伐竹識|蕊辮|、溝’
親竹密度
決定要因態本搦

25本

32

38

44

50

56

63

69

75

親竹密度親竹密度

発
本５
２
８
４
０
６
３
９
５

２
３
３
４
５
５
６
６
７

125本 1m本以下

31.22.2％煩斜

地力
31．2

風当たり

19.8竹の大きさ

目的
11.5

300本以上4.1

1m本

125

150

175

2“

225

250

275

3m

１
１
１
１

31157

188

219 31．2

250
発筍本数

281

313

344

375
〆

＝

〆

伐竹年齢を5年目とした本数である

親竹密度とは秋期伐竹して翌春の新竹.仕立直前までの本数

参考橘は福岡県内優良竹林275カ所の親竹密度の割合

30.くらいの傾斜）では，伐竹後130～200本ぐら

いの親竹密度で良好な結果がみられる。これと伐

竹を5年目とすれば，毎年の新竹仕立本数は表。

1に示すとおりとなる。以上が新竹仕立ての要点

である。

（2）親竹の伐竹更新

新竹も2年目の春ごろから，いよいよ親竹とし

ての働きを始める。しかし，親竹としての働き

は，いつまでも続くものではなく，働きの劣って

きた親竹は，若い竹と交替（伐竹更新）させなけ

ればならない。

1）伐竹年齢

伐竹年齢は，地下茎の年齢や葉替り，伐竹材の

利用価値などを総合して決定する。まず，地下茎

は6～7年（親竹年齢は，これより1～2年若い

とみてよい）以上になると急激に衰え，発筍力が

劣ってくる。

次に親竹は，夏期を中心に同化作用を盛んに行

い，晩秋その養分を地下茎へ送り，翌春のタケノ

コ発生のエネルギーをつくりだす働きがある。し

かし，この働きは葉替り状態によって異なり，偶

数年目の竹は，4月早々から葉替りし6月ごろに

完了するので，この働きが活発で，翌春のタケノ

コ発生に期待がもてる。これに対し，奇数年目の

竹（1年目の竹は葉替りしない）の葉替りは，遅

くから始まり晩秋ごろまで続くので，この‘働きが

劣るため，翌春のタケノコ発生にも期待がもて

ず，5年または7年目の秋に伐竹する。

竹材利用面からは，4～6年生の竹が最も強度

注 Ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３

／
‘"竺皇一：，.

3I11214111215,1
1llllli

10203110203010日

図・1タケノコの旬別発生パターンと新竹仕立時期

は，著しくとがったもの，開きの大きいもの，こ

れらの中間的なものに大別できる。このうち，親

竹用としては黄褐色をした砲弾形のもので，葉片

の開きが中間的なものがよい。

このようなタケノコであれば，親竹となった

時，幹は完満通直となり先端が少し曲がりぎみ

で，枝下高の位置が比較的高く，枝葉が充実する

など良い親竹となりやすい。

3）新竹を仕立てる時期

タケノコの発生は，地域によって若干異なる

が，本県を例にとってみると図・1に示すような

パターンがみられる。この発生期間の中で，新竹

を仕立てる時期は，タケノコの母体である地下茎

の活力性,大きさ,深さなどから最盛期の約10日

くらい前から，前述したタケノコの大きさや形，

配置等を考慮し，最盛期までには所定の本数（後

述）を仕立て終わる。

4）新竹仕立本数

何本仕立てるかは，新竹密度と伐竹年齢をどう

するかによって異なる。新竹本数を決める前に，

親竹密度を何本にするかを決めなければならな

い。

親竹の密度を商くすると，生産鐘も多くなるよ

うに思われるが，これは誤りで，本数を少なくす

ると各親竹が太陽光線を-|-分に受け，枝葉が充実

し地下茎の伸びも良好となり，タケノコの生産量

が多くなる。一般的な竹林(風雪害が少なく10～

林業技術No.5061984．5
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が強い。

これらのことを総合的に考慮して，5年目また

は7年目（配置上）を伐竹する。

2）伐竹本数

伐竹本数は，親竹の密度によって異なるため，

前述した表･1の伐竹本数を参考にすればよい。

ここで大切なことは，竹林全体の本数が年によっ

て増減しないようにすることで，このためには，

春に新竹を仕立てた本数と伐竹する本数が同数と

なるようにすることが望ましい。

3）伐竹時期

伐竹時期は，竹の生理面と伐った竹の利用面

(耐病虫性)から10～12月が適期である。以上，

親竹の伐竹について述べたが「竹を伐ることは，

植えること」といわれている。竹林では毎年，植

付ける必要がないかわりに，伐り方を上手にすれ

ば，翌年も立派な竹が発生することから，このこ

とがいわれ重要な作業である。

B施肥管理

タケノコ栽培の基本は，前述したとおり，親竹

を上手に管理することであるが，これだけでは生

産瞳に限度があり，発生時期も遅れ，形や味が劣

るため，施肥によって親竹や地下茎の活力を高め

る必要がある。

（1）肥料の種類

親竹や地下茎の活力を高めるには，肥料の3要

素である窒素，燐酸，加里が必要なことはもちろ

んのこと，イネ科植物（竹もイネ科）に大切な珪

酸を加えて4要素が必要である。各要素の要求割

合は，窒素成分を基準にして表わすと10：5：6

；8が望ましい。したがって，タケノコ肥料とし

ては，このような成分比（ただし珪酸は別途）を

含んだものを選べばよい。最近では，各種のタケ

ノコ専用肥料が販売されている。

（2）施肥量と施肥時期

親竹管理を上手にし，土壌条件も良好であれば

「タケノコの生産量は施肥量と正比例する」とい

われるぐらい施肥の効果がみられる。しかし，竹

林改良を始めて直ちに多量の施肥をしても，それ

だけの効果はみられず，肥料のむだ，土壌の悪化

表･2生産目標別の成分施肥曇と施肥時期

基盲繭2ご|“ 素｜燐鼓加里珪酸
ｇｋ唖
却
弛
和
咽

，
，
，
Ｊ
Ｄ

ｌ
１
１
１
２

20kg

27

34

41

47

10kg

14

17

19

21

12kg

l6

20

25

30

16kg

22

27

32

37

注l)地力中よう地を基準としたもの

2）年間の総施腿最を示す

注1）施肥時期は福岡県を基準としたもの
2）化成I畔Iと珪酸は同時施用をさける

にもつながる。

そこで，現在の単位面積当たりの生産量を把握

して，まず1.,000kgくらいを目標にし，これが

達成できたら生産目標を徐々に上げていくことが

大切である。生産目標別の施肥鼠は表・2のとお

りである。

施肥回数は，できるだけ分与したほうが望まし

いが親竹，地上茎の動きが重要な年3回に分け

る。その時期と施肥量の割合は表・2のとおりで，

1回目の施肥は，その春の生産魁増大や発生時期

を早め，2回目は親竹の回復と地下茎伸長に，3

回目は地下茎充実とタケノコになる芽の肥大化等

に役立つ。

（3）施肥の方法

竹林では，地下茎が縦横に走っているため全面

施肥を行う。しかし，傾斜地での生産が主となる

タケノコ栽培では，肥料の流亡等から傾斜上部に

やや多くしたり，除草後や降雨後に施肥するなど

の注意をし，より施肥の効果を高めなければなら

ない。

cその他の管理

（1）中耕……土壌表面を軟らかくすると，水分

吸収が良くなり施肥効果を高め，細根の働きが活

発となる。このため除草をかねて8月ごろ，表土

を浅く中耕する。

（2）除草……施肥効果を高めたり，タケノコ掘

林業技術No.5061984.5

施肥時期と割合

肥料区分’3要素肥料｜珪酸
回数(回）

時期

分与剖合(％）

1

1月下旬
～

2月_上旬
40

2

5月中旬
～

5月下旬
30

3

8月上旬
～

9月上旬
30

】

3～4月

50

2

8～9月

50
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取りを容易にするため，2～3月，7～8月に除

草する。

（3）客土｡．…･京都地方でよくみられる方法で，

土壌物理性や化学性を高め，良質のタケノコを生

産することができるが，急傾斜面ではあまり行わ

れていない。

（4）潅水･･･…タケノコの生産景増大や早期出荷

等に効果があり，梅雨あけから8月，10～11月，

2～3月の乾燥時の瀧水は特に効果がみられる。

D掘取りおよび出荷

タケノコの出荷は，早春から4月10日ごろま

でのものが青果用に，これ以降のものは缶詰用に

出荷されるのが一般的な出荷パターンとなってい

る。しかし，いずれの場合でも，出荷上，重要な

ことは，商品性の高いタケノコを出荷することで

ある。すなわち，新鮮で傷がなく，形や味の良い

ものでなければならない。

このためには，地表面に出てくる直前に地表面

の割れや盛り上がりなどで，タケノコの発生場所

を捜し，傷をつけないよう（タケノコ，地下茎と

もに）慎重に掘り取り，ていねいな根切りをして

出荷する。この良悪が，激化する産地間競争の中

で，主産地形成につながるポイントの一つであ

り，1人1人が心がけたい作業である。

3．おわりに

施設栽培や農薬使用の多い食品の中で，タケノ

コは唯一残された季節・無農薬食品といえる。ま

た，食生活の面では欧米型化が進み，その弊害も

みられる今日，タケノコのもつ栄養性や繊維性

は，食用としての永い歴史をもちながら，今日的

食品としての特性を含有しており，生産量の増大

と併行して消費拡大にも大いに力を入れたいもの

である。

また，竹林の管理は，タケノコや竹材販売によ

る収入が目的とはいえ，防災的機能や騒音防止，

森林浴としての効果も大きく，大切に育てたいも

のである。

（のなかしげゆき・福岡県林業試験齢

『空中写真セミナー」開催のご案内
近年，空中写真は土地利用計画や都市緑化計画，環境アセスメント等の避礎資料として，また各種

の森林調査や森林計画の作成に広く活用されるようになり，その有効な利用技術の指導・普及に対す

る要謂は急速に高まってきています。

本会では，これら多方面からの要請に応えるため，昨秋，『空中写真セミナー』を実施しましたと

ころ，受識者および派遣団体等からたいへんなご好評をいただきました。そこで本年度はさらに充実

したセミナーを下記のとおり実施いたしますのでご案内申し上げます。

記

1対象空中写真を現在利用されている方々，また今後新たに利用しようとされる方々。

2期間第1回昭和59年7月16日(月)～20日（金）5日間

第2回昭和59年10月22日(月)～26日（金）5日間

3会場日本林業技術協会（東京都千代田区六番町7趣話(03)261-5281（代)）

4研修人員第1回，第2回とも各30名（先着順）

5参加班20,000円（研修費，教材費，現地演習費等）

※セミナー参加のための交通費，宿泊料は各自負担となります。

6申込方法昭和59年6月20日（第2回希望のときは9月25日）までに所定の申込書（本会にあ

ります）に所要事項を記入のうえ，日業林業技術協会『空中写真セミナー』係宛送付し

て下さい。なお締切日以前に定員に達した場合は，その時点で締切りとなります。

※参加決定，参加不可については，本人宛連絡致します。

7その他本セミナーについての詳細は係までお問い合せ下さい。

主催日本林業技術協会後援林野庁・全国町村会・全国森林組合連合会・日本製紙連合会

林業技術No.5061984．5
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匝匠S丘▲皿⑰ 全国林業試験指導機関の紹介

3沖縄県林業試験場

<亜熱帯林業を模索するなかで〉

1．はじめに

沖縄県林業試験場は，沖縄本島北部の中心都市である

名護市内にあって，造林，経営の2研究室からなり，

14人のスタッフ（うち研究員8人)で，地域林業に関す

る各種の調査研究を推進している。

戦災で山河さえも変貌した激戦跡の那覇市近郊に，緑

豊かな郷土の再建に貢献すべく創設されたのが昭和25

年4月。以来，モクマオウなど主に台湾などからの導入

樹種の育苗技術研究に始まり，防風．防潮など保安林の

造成，著しく荒廃した森林資源の回復を図るためのリュ

ウキュウマツ造林に代表される育林技術など，長い米軍

統治の困難な時代を経ながらも，着実な成果をあげつつ

今日に至っている。

約5haの試験場機内には，本館のほか，菌類，土壊，

森林病害虫，木材加工などの5実験棟，圃場，樹木見本

園などが配置され，県営林140haが試験研究用の実験

林として供されている。琉球政府時代の施設や機器に

は，とりたててみるべきものはなかったが，昭和47年

の祖国復帰に伴い，沖縄振興開発計画の一環としての林

野庁特段のご支援によって，ようやくその遅れが補われ

つつあるところである。

2．試験研究の推進目標
とう

沖縄県はわが国唯一の亜熱帯海洋性気候区に属する島
しょ

娯県で，スギやヒノキが成り立たないなど森林．林業を

めぐる各種条件は，本土他府県とは大きく異なるものが

ある。そのため他府県における林業技術や研究成果をダ

イレクトに適応することができない場合が多く，それだ

けに独自の研究開発や適応化試験を要することも多い。

試験研究の推進にあたっては，

1）森林資源の培養および環境緑化に関する研究の推

進

2）森林および県土保全に関する研究の推進

3）特用林産に関する研究の推進

4）県産材の利用に関する研究の推進

の4大基本方針に基づいて，現在，試験研究22課題，

調査業務10項目を実施している。これらはいずれも，

本県の自然的・社会的地域特性に立脚し，あるいはこれ

を生かすような林業技術の開発や改善を主体とするもの

である。

3．主な研究の現状と課題

（1）森林施業技術の体系化研究

沖縄県の造林事業は，リュウキュウマツの播種造林が

主流であった。しかし用途開発の遅れや昭和48年にザ

イセンチュウによる枯損が確認され，被害が拡大するに

及んで，造林意欲が急速に低下し，代わってイヌマキ，

イスノキやイジュなどの郷土広葉樹種の造林，天然広葉

樹林の保育などが稜極的に行われるようになってきた。

このことと相まって，施業技術体系化研究も，現在では

イヌマキ林分の育成と天然広葉樹林分の施業改善が中心

となっている。

イヌマキは，耐蟻，耐湿，加工性に優れ，気候風土に

マッチすることから，琉球王朝時代は棚1用木とされ，庶

民の用に供せない貴重木であった。戦前期までは伝統的

住宅建築様式に対応して典ルキ，雨端柱などの小丸太や

柱材生産を目的に,ha当たり1.2～1.5万本植栽の高密

度林分施業がとられてきた。住宅建築の主体が鉄筋コン

クリート造りに移行し，柱材や家具内装などの製材用材

を指向するようになって，施業技術も改善が求められる

こととなった。本数管理などについてはすでに研究成果

が応用されつつあるが，大被害の経験があり，近年被害

発生が続いているキオピエグシヤクの防除技術について

林業技術No.5061984.5
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は，これからの沖縄林業の本命と考えられている樹種だ

けに，早急な研究成果が期待されるところである。

一方,本県森林資源の大部分を占める天然広葉樹林の

取り扱いについては，木材生産もさることながら，島娯

県としての特性から，水資源かん養に代表される公益的

機能の発揮が社会経済的重要課題とされ，そのための調

和的施業技術の体系化が求められることとなった。イタ

ジイを主体としながらも多種多様な樹種で構成される林

分の質的改善を図るための除間伐方法の検討や，林分改

良に伴う林分水収支の変化，林地浸透能，流域流量の特

性などを明らかにすることが現在の研究課題である。し

かしこれには長期を要することが予想され，木材生産と

水源かん養両機能のバランスよい施業技術の体系化研究

は，ひき続き本県林業試験場の主要テーマとして位置づ

けられるものと思われる。

（2）特用林産栽培技術研究

特用林産については，シイタケ，キクラゲなどの食用

菌栽培技術の改善と，マチク，リョクチクなどの熱帯系

連軸型竹の栽培技術研究が主要課題となっている。

シイタケについては，沖縄県においてはイタジイを原

木としての簡易施設栽培が主体である。温暖地に適する

中高温系統菌種の選抜は一定の成果をあげつつあり，品

質の向上がはかられてきた。しかし簡易施設における栂

付率や活着率が著しく低いことやトリコデルマ属害菌の

汚染度が高いなど，施設潔境の改善や水分コントロール

の在り方が今後の課題である。

マチク，リョクチクなどの熱帯系竹は，竹材とタケノ

コの両用であるが，試験研究としては主にタケノコ生産

を目的としたマルチ栽培技術に主眼がおかれている。本

土におけるモウソウチクの端境期，すなわち初夏から初

秋にかけての生産が可能で，それだけに有望な作目と期

熱帯系竹（リョクチク）栽培試験

林業技術No.5061984．5

待されている。しかし竹林造成にかなりの資本を必要と

することや台風の被害が心配され，普及のテンポは遅

い。適地の選定や肥培，水管理，マルチ材料等の検討が

当面の課題とされるところである。

4．むすび

沖縄県は，温暖な地域ということから，林木の生育に

も好条件にあるように錯覚されがちである。しかし土壊

条件がきわめて悪く，冬期の季節風，夏期の台風が卓越

し，降雨も台風に伴う短期集中的傾向が強く，また潮害

も少なくない。林業経営上はむしろ不利なことのほうが

多い。

研究対象は南方に習い，研究方法は北方に習って，亜

熱帯地域としての自然条件を生かした特色ある林業の確

立をめざすことが，沖縄県林業試験場の使命であり，特

徴でもある。

（安里練雄・沖縄県林業試験場林業経営研究室長）

4青森県林業試験場
ー

1

1．はじめに

青森県林業試験場は，昭和36年に林業関係者の念願

が実をむすんで設立され，以来，林業経営技術の改善向

上を図るために，本県の気象風土に適合した調査研究に

努力し，農山村の発展に寄与している。

昭和52年には県林木育種場を十和田支場として統合

し，育種事業と緑化樹の養成配布を担当しており，ま

た，昭和54年に当場内および隣接地にく青少年の森＞

を造成し，森林・林業の展示普及を図っている。

2．機構

昭和36年発足以来7回の変遷を経て，現在にいたっ

ているが，さらに部制に移行すべく努力をしている段階
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〔機纐一総務室

一研究管理員一経営科

場長一次長一一研究管理員一造林科

一研究管理員一防災科

一十和田支場

1．枝うち見本園11．研修センター
2．スギクローン見本園 濫瀞学習農示鎗3．育苗試験剛場

鰯熱。“…
14．温室

f:驚営科磯棟
17．昆虫飼育舎

；::難蕊:管理舎9．キノコ類ほだ場
10．作業舎

である。

昭和55年4月1日からの機椛は上表のとおりである。

各科長は研究管理員事務取扱いとなっている。

3．施設の概要

（1）本場の施設

建物面積は本館，経営研究枕，研修センター等で

1,100m2,土地面職50,738m2,実験林（本場より約2

km)765,461m3となっている。

近年に設置された主な施設は昭和54年に青少年の森

の一施設として場内に森林学習館が建設され，また，56

年には県内きのこ生産者の需要に対応すべく空調装置を

備えたきのこ研究室が経営研究陳に併設された。

（2）支場の施設

支場は総土地面積197,602m3で，このうち県営事業

で使用するスギ，クロマツ等および緑化樹生産用の圃場

として55,500m2,建物は管理棟を始めとして1,020mg

である。場内にスギ，アカマツ，カラマツの採取園が設

置されているほかに借地5カ所とで167,728mgの採取

園を所有している。また，次代検定林として，一般検

定林20カ所297,700mg,気象害抵抗性検定林5カ所

50,000m2が設定されている。

4．研究課題とその背景

昭和59年度の研究課題を見ると，経営科では12課題

で県単は9課題で3,349千円，大プロは1課題1,430千

円，メニュー1課題500千円，システム化1課題660千

円で研究予算額は6,125千円。造林科では8課題で県単

6課題6,477千円，メニュー1課題480千円，システム

化1課題2,000千円で研究予算額は8,957千円。防災

科は8課題で県単は5課題1,740千円，大プロ1課題

1,500千円，メニュー1課題480千円，一般1課題620

千円で研究予算額は4,340千円となっている。

これら23課題の中から2～3の課題について，研究内

鞄ﾂf認j鱸｝

菱

容と設定した背景について以下説明してみる。

経営科では菌床培地によるきのこ栽培試験を実施して

おり，オガクズ培地の中に黒土を混入したなめと栽培試

験を行い，非常に良い結果を得た。黒土の混入割合を1

割3割，5割としたところ3劉区がいちばん良く，普

通培地に比較し,菌まわりが早く収趾も約2倍となった。

これは，オガクズの節約と生産鐙の増大を図ることによ

り収益性を高めたいという生産者からの要望に対応した

研究である。

造林科では昭和55年から広葉樹林の更新と保育方法

という課題で5年間で分布と資源量調査，続いて5年間

で特用原木林育成試験を実施することになっている。す

でに6森林計画区のうち西北，津軽，三八の3森林計画

区の調査が終わっているところであるが，各森林計画区

ともコナラ，ミズナラの本数，材較のしめる割合は高い

比率を示していた。

このような課題を取りあげた背景は，広葉樹林の構成

がどのようになっているのかという調査が，過去に全く

なかったこと，シイタケ原木としてのコナラ，ミズナラ

林の造成が必要なこと，広葉樹用材林施業のあり方等に

ついての調査研究が必要であったからである。

防災科では海岸林等防災林関係を主とし，行政対応の

課題を実施している。

5．研究成果の普及

研究成果は『林業試験場報告』として，年1回関係行政

機関，市町村，森林組合等に，『林賦だより』は林研グル

ープまで配布，また研究発表会も年1回実施している。

6．おわりに

今後も現場から要望のある課題を中心に研究を進め，

一方では行政を先取りするような課題にも取り組み，試

験研究成果の活用を高めていくよう努力していく考えで

ある。

（若原寿明・青森県林業試験場研究管理員兼経営科長）

林業技術No.5061984．5
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‘昭和7年（1932年)は私が小学校

を卒業した年です。以後10年間，

中学から大学への期間，木場から三

田へ通い，昭和17年9月繰上げ卒

業，10月入学ということになりま

した。

この期間は日本が軍国主義への道

をたどりつづけた時代です。私は戦

後の自由な時代とは全く相反する統

一イデオロギーの下に青春を過ごし

ました。

歴史の流れは悠々と流れる大河に

よくたとえられますが，それはま

た，ひとたび流れが変わってしまう

と，大衆の意志とは無関係に行きつ

くところまでは流れてしまうという

恐ろしさも示しているように思われ

ます。

昭和史の年表を見ましても，昭和

7年に5.15事件が起き，犬養首相

が暗殺されるとともに，日本は完全

に軍国主義への道を指向し，この勢

いは，敗戦という民族の大犠牲を伴

った破局まで民衆を押し流しまし

た。

犬養さんの後をついだ総理大臣は

敗戦まで11人ですが，そのうち3

人を除いてほかは全部軍人だったこ

とはまことに象徴的です。

昭和6年，満州事変，同7年上海

事変，満州国建国宣言，同8年国際

連盟脱退と軍部中心政治の展開力職

き，ついに昭和11年（1936年）2

月26日，東京に起こった軍部クー

デター「2．26事件」の勃発となり

ました。この事件後，特に陸軍は日

本の政治に対する支配権を完全に握

りました。

昭和7年前後一一思えば，このこ

ろを具体的に転機として，日木の歴

史は大きく変化したようです。

商売は"時"の政治態勢や経済環境

に従って変わるよりしかたがありま

せん。

昭和初期のはげしい不況の嵐をさ

んざん被った木材業界も，軍国主義

による準戦時体制下では，むしろ仕

事が増え，少しは安定したようすが

見えてきました。満州事変後のいわ

ゆる軍需インフレーション政策の影

響です。

“軍需関係の材木の動きは，昭和

8年の末ごろから，ぼつぼつ目立ち
くろみ

はじめてきた。はじめは「胡桃材」

などのような兵器材の一種が，ごく

限られた業者によって扱われ，朴な

ど，いままであまり問題にしなかっ

たものが，軍刀の鞘に売れ出した。

また姫子松や桧が木型材として引合

が盛んになり，いよいよ軍需工場の

建築が着工されるようになってくる

と，一般的な軍需景気が木材業界に

も訪れてきたのである。昭和初期の

底しれぬ不況は，満州の戦雲ととも

にようやく終わりを告げたのであ

る”（注1）

わが家の製材工場でも，胡桃材や

ケヤキ等を賃挽した時代がありまし

た。子供だった私がその端切れをい

たずらして何か作ろうと思っても，

何とも固くて手に負えなかったこと

を覚えております。

さて’昭和7年の京浜市場木材入

荷量を見ますと，約580万石，その

巷談「木場の今昔」

内訳は内地材45％，北洋材28％，

米材24％，南洋材2％です（注2)。

米材輸入は，大躍災後の大正13年

と昭和3年にピークがありました

が，その後，関税引上げによりこの

ころを境として減少します（昭和9

年には大震災直前の5割)。

米材は発注後約2カ月で市場に出

回り，しかも一隻四万石くらいの大

鐘輸入が可能でした。このため，投

機的な傾向が強く，危険もあります

が，またうまみのある商売も可能で

す。北洋材も米材ほどではありませ

んが，内地材よりは大最取引が行わ

れ，先物取引も一部ではありまし

た。

東京のような港湾都市の製材用原

木としては，どうしても大量均質性

商品が求められ，それには外材が適

合し内地材の特質である小量多種目

は敬遠されます。このため，木場の

製材業にとって米材の減少は，かな

り死活問題だったのですが，その後

の南洋材輸入増加によって，救われ

ました。南洋材といってもだいたい

ラワン材で，その増加は合板工業の

発達を促進するのですが，東京では

一般製材向けのほうが多かったよう

です。

また，昭和7年，王子，捧太工

業，富士の3社が王子製紙という名

称で合併し，パルプ業界での独占的

地位を確立しました。それに伴って

パルプ原木の内地材進出が始まり，

用材市場との対立がこの時代問題と

なりました。

さて，このころの木場で目立った

15．昭和7,8年のころ
松本善治郎

､|’
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のが，一種の，市場統制的な動きで

した。政府による本格的な統制経済

は，昭和12年の蔚溝橋事件以降，

為替管理の強化，輸出入品の統制実

施などから，開始されたと思いま

す｡しかし木材業界の内部では,この

ころ永年にわたる不況と価格変動に

対する対策として，自主的に種々の

カルテル的な方策が取られました。

そのひとつが秋田材です。秋田材

の市場に対する支配的な地位を強固

にしたのが，生産地荷主と東京市場

の荷受問屋それぞれにできた会団間

の特約制度でした。問屋一一荷主間

の協調によって，市場価絡の乱高下

防止を計り，情報交換を密接にする

など，当時の変転する経済情勢に対

応して生きるための努力です。

このほかにも米材では，輸入業者

と荷受問屋間に結ばれた特約店制

度，樺太材では，統制販売組合や荷

受機関としての東京北洋材協会の設

立，南洋材における比律賓木材組

合，ギングークラブ，アピトンクラ

ブの動き，など程度の差こそあれ，

カルテル的な要素を持った機関が，

次々と出現しております。

いずれも需給変動や市況の不安定

に対する方策として設立されたもの

ですが，わが国が戦時統制経済に移

行する直前，その効果は別としても

すでにこうした統制経済的な動きが

あったことは注目すべきことでしょ

う。

また，国有林は当朧前述の秋田

材，棒太材について，その生産，流

通機構を強力に支援しましたが,‘‘ぶ

な材”についても同様なことがあり

ました。

当時ぶな材の商品化に努力する目

的ですでに国有林は官営工場を持つ

ていましたが，昭和10年になると

さらに市場開拓を目指して東京・大

阪に"国有林産物販売所"を設立しま

した｡そして昭和11年には東京ぶな

材協会という名称で，木場内を主と

する東京市内有力問屋30名ほどを

会員とした販売組織を作りました。

こうした当時の動きの中から，私

は次のことが言えると思います。

1．江戸あるいは明治初期的な意

味の問屋一仲買の組織は完全に形

骸化したこと。

2．問屋は専門問屋となり，営業

方式は，樹種別，業種別，取扱品目

別に分化し，それぞれ個別的な特徴

を持つに至ったこと。

3．輪移入材の分野では，中小輸

入商社一木場問屋間の取引とは別

に大資本を有する総合商社の動きが

活発となり，材木問屋もその系列に

入って商売をする動きが活発となっ

たこと。

4．内地林輸移入材を問わず樹

種別にカルテル的な会団が結成さ

れ，需給アンバランスの是正や，価

格維持対策に努力したこと。

5．木場問屋独自の金融機能，在

庫機能は失われるか希薄となり，土

地建物を担保とした金融機関からの

借入と手形発行による資金繰りに大

きく依存する体質となったこと。

さて，こうなると"木場"の旦那衆
鯰んてん

も忙しくなります。長半繩などを着

て店にすわっているわけにはまいり

ません。背広を着て川向こうの会社

へ行ったり，銀行へ資金繰りに出か

けたり，会合のためホテルや有名西

洋料理店に出かけたりすることも多

くなりました。しかしこうした外向

きの用事がない時は，店から木場内

のほかの店へ行ったり，林場や製材

所へ入ることが多く，それには半纏

姿が便利です。私の父などは日に4

回も蒲替えたなどと母に笑われてお

りました。それに，夜の外出は，角

帯，羽織姿が多く，寒い時には二重

回しを着ますし，また"木場外套"な

どという，特殊な仕立のものもあり

ました。半經なども，（なぜか"は

んばんてん”と呼んでおりましたが

｡…．．）店名入りの店員用や出入職人

の仕事着，旦那，番頭用の外出時向

けラシャ地などがありました。また

夏には涼しい絹の半纏もあり，木場

の服飾文化はかなりバラエティーに

富んでおります。

|I

〔注1〕陣京材木仲買史』東京材木商協

同組合発行,P.596

〔注2〕萩野敏雄『東京木材制鵡の史的研
究』P､55

I
１
１

鹿島板店川岸納屋での水楊のようす

画
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■
Ⅱ
６
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可
１

軒

の
は
、
数
日
後
の
こ
と
だ
っ
た
。

ど
こ
か
で
木
を
叩
く
音
が
く
ぐ
も
っ
た
よ
う
に
響
く
の

だ
が
、
ア
カ
ゲ
ラ
の
姿
は
見
え
な
い
。
ほ
か
な
ら
ぬ
穴
の

中
で
木
を
つ
つ
い
て
い
る
こ
と
が
、
や
が
て
知
れ
た
。
と

き
ど
き
穴
か
ら
頭
だ
け
覗
か
せ
る
と
職
か
ら
木
の
粉
が
は

ら
は
ら
と
散
っ
た
。
穴
の
中
で
掘
削
し
て
で
き
た
木
の
粉

末
を
運
び
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
私
が
窯
の

て
み

胴
を
掘
っ
た
土
石
を
、
手
筑
で
運
ん
で
い
る
よ
う
に
。

窯
場
か
ら
出
て
く
る
岩
は
、
表
面
こ
そ
柔
ら
か
く
て
砕

け
た
が
、
深
く
な
る
に
つ
れ
て
固
く
な
っ
て
き
た
。
私
は

珸
侭
脛

罪

や

■

カラ谷の炭窯跡（錐者撮影）

三
貰
匁
の
ゲ
ン
ノ
ウ
を
振
り
上
げ
て
岩
を
叩
い
た
。
ひ
と

し
き
り
叩
い
て
腕
が
し
び
れ
る
と
、
父
と
交
代
し
た
。
そ

う
し
て
岩
に
割
れ
目
が
で
き
る
と
、
カ
ナ
テ
コ
や
ツ
ル
ハ

シ
で
こ
れ
て
掘
り
出
す
。
さ
ら
に
手
箕
や
モ
ッ
コ
に
入
れ

て
運
ぶ
の
で
あ
る
。

手
箕
を
抱
い
て
幾
度
も
往
復
し
な
が
ら
、
私
は
ち
ら
ち

、
、
、
、

ら
と
ア
カ
ゲ
ラ
の
仕
事
ぶ
り
を
見
た
。
彼
ら
も
し
ば
ら
く

穴
の
中
で
音
を
た
て
て
は
、
ま
た
穴
の
外
に
木
の
粉
を
ま

き
散
ら
し
て
い
た
。
そ
の
た
び
に
や
は
り
私
の
ほ
う
を
見

た
。
あ
る
い
は
私
が
力
ま
か
せ
に
岩
を
叩
い
て
大
き
な
音

を
た
て
る
と
、
ア
ヵ
ゲ
ラ
は
穴
の
中
の
作
業
を
中
止
し

て
、
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
と
顔
を
覗
か
せ
た
。

ど
こ
に
も
彼
ら
の
姿
が
見
え
ず
、
穴
の
中
か
ら
小
刻
み

な
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
き
、
お
お
精
が
出
て
い
る
の

つ
ぷ
や

う
、
と
私
は
胸
の
内
で
舷
い
た
。
ア
カ
ゲ
ラ
の
ほ
う
で

も
、
私
が
汗
だ
く
に
な
っ
て
岩
に
と
り
く
ん
で
い
る
後
姿

を
、
こ
っ
そ
り
眺
め
て
い
た
だ
ろ
う
。

十
日
ほ
ど
も
か
か
っ
て
窯
の
胴
掘
り
が
す
む
と
、
つ
ぎ

は
胴
の
石
垣
積
み
だ
っ
た
。
だ
が
私
ど
も
の
窯
掘
り
よ
り

三
、
四
日
遅
れ
て
巣
づ
く
り
を
始
め
た
ア
カ
ゲ
ラ
は
、
ま

だ
ま
だ
掘
削
が
終
わ
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

ア
カ
ゲ
ラ
の
噛
り
に
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
違
が
あ

る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
帰
っ
て
木
に
止
ま
っ
た
と
き
と
飛

び
立
つ
と
き
は
、
研
ぎ
す
ま
し
た
よ
う
な
鋭
い
声
を
た
て

、
、
、

た
。
だ
が
つ
が
い
が
穴
の
外
と
内
と
で
鳴
き
か
わ
す
声
に

は
、
優
し
げ
な
抑
揚
が
あ
り
、
明
ら
か
に
意
志
を
通
じ
あ

っ
て
い
る
さ
ま
が
感
じ
ら
れ
た
。

あ
る
日
の
午
後
は
林
の
上
の
ほ
う
で
地
響
き
が
し
て
、

石
が
転
げ
落
ち
て
来
た
。
大
き
な
け
も
の
か
と
驚
い
て
見

る
と
、
ヤ
マ
ド
リ
の
雄
と
雌
が
、
長
い
尾
を
曳
き
ず
っ
て

ア
カ
ゲ
ラ
が
そ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
子
育
て
を
し
た

か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
残
っ
て
い
な
い
。
た
ぶ
ん

雛
た
ち
も
無
事
に
巣
立
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
私
の
ノ
ー
ト

の
記
録
は
以
上
で
お
し
ま
い
。
あ
と
は
Ａ
・
ス
メ
ド
レ
ー

の
「
中
国
の
歌
ご
え
」
の
読
後
感
な
ど
を
熱
っ
ぽ
く
書
い

て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
炭
窯
も
ち
ゃ
ん
と
完
成
し
て
、
た
ぶ
ん
一
年

半
ぐ
ら
い
、
父
は
こ
こ
で
炭
を
焼
い
た
の
で
あ
る
。

私
は
や
が
て
森
林
組
合
の
植
林
現
場
に
戻
っ
た
が
、
窯

出
し
と
炭
お
ろ
し
の
と
き
に
は
来
て
相
棒
を
つ
と
め
た
。

で
き
あ
が
っ
た
炭
は
ヤ
エ
ン
で
も
っ
て
街
道
端
ま
で
吊
り

お
ろ
し
た
。

思
え
ば
、
ダ
ツ
と
呼
ば
れ
る
炭
俵
に
か
わ
っ
て
、
ダ
ン

ポ
ー
ル
箱
に
炭
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の
カ

ラ
谷
に
い
た
と
き
だ
っ
た
。
ダ
ン
ポ
ー
ル
箱
に
は
、
Ｊ
Ｉ

Ｓ
マ
ー
ク
と
と
も
に
「
芯
か
ら
焼
け
て
外
淡
く
、
風
味
倍

加
の
備
長
炭
」
と
宣
伝
文
句
が
印
刷
し
て
あ
っ
た
。
だ
が

プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
が
炭
焼
小
屋
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
も
こ
の
時
代
で
、
ダ
ン
ポ
ー
ル
箱
の
宣
伝
文
句
ぐ
ら
い

で
、
木
炭
の
斜
陽
化
が
と
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

現
在
の
カ
ラ
谷
は
頂
上
ま
で
杉
と
桧
の
植
林
に
覆
わ
れ

ほ
う
こ
う

、
、

て
い
る
。
そ
の
下
を
栃
復
し
て
い
る
と
ヤ
マ
ド
リ
の
つ
が

、い
が
篭
い
て
飛
び
立
っ
た
。
ア
カ
ゲ
ラ
は
見
か
け
な
か
っ

た
。
ア
カ
ゲ
ラ
が
巣
穴
を
つ
く
る
よ
う
な
枯
木
は
、
も
う

す
べ
て
倒
れ
て
朽
ち
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

歩
い
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
も
恋
の
季
節
な
の
だ
。
ア

ヵ
ゲ
ラ
も
穴
か
ら
覗
い
て
、
不
審
そ
う
に
首
を
か
た
む
け

て
い
た
。
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窯
場
の
左
下
方
約
二
十
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
は
岩
石
の

露
出
し
た
谷
間
だ
っ
た
。
カ
ラ
谷
と
い
う
名
の
ご
と
く
そ

こ
に
は
ふ
だ
ん
水
が
な
く
、
雨
が
降
っ
た
と
き
だ
け
滝
に

な
っ
て
流
れ
た
。
私
ど
も
の
飲
料
水
は
す
こ
し
離
れ
た
か

み
手
か
ら
わ
ず
か
な
湧
水
を
ホ
ー
ス
で
引
い
て
き
て
い

た
。
水
の
洞
れ
た
谷
間
に
差
す
日
差
し
は
明
る
く
、
早
く
も

蕗
の
白
い
花
が
咲
い
て
い
た
。
ア
シ
ビ
の
木
の
花
も
盛
り

だ
っ
た
。
日
あ
た
り
の
い
い
午
後
に
な
る
と
、
私
は
上
半

身
裸
に
な
っ
て
働
い
た
。

と
こ
ろ
が
陽
気
が
つ
づ
い
て
い
た
三
月
の
半
ば
に
な
っ

て
、
突
然
大
雪
が
降
り
、
稜
雪
の
重
み
で
カ
ヶ
ダ
シ
の
作

業
場
が
一
尺
ば
か
り
も
陥
没
し
た
。
カ
ラ
谷
を
へ
だ
て
た

向
か
い
の
大
き
な
樫
の
木
も
折
ら
れ
た
。

そ
の
樫
の
木
を
眺
め
て
い
る
と
、
と
な
り
に
立
っ
て
い

る
樅
の
枯
木
に
ア
カ
ゲ
ラ
（
キ
ツ
ツ
キ
）
が
飛
ん
で
き
て

つ
い
ぱ

と
ま
っ
た
。
は
じ
め
は
虫
を
啄
ん
で
い
る
の
か
と
思
っ
た

が
、
二
日
も
た
っ
て
見
る
と
幹
の
上
部
に
十
セ
ン
チ
ぐ
ら

い
の
穴
を
あ
け
て
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

窯
場
か
ら
だ
と
カ
ラ
谷
を
へ
だ
て
て
三
、
四
十
メ
ー
ト

山
峡
の
譜谷
口
炭
窯
づ
く
り
と

カ
ラ

ア
カ
ゲ
ラ

う

ル
の
近
さ
で
あ
る
。
単
調
な
作
業
に
倦
ん
で
い
た
私
に
と

み
も
の

っ
て
は
恰
好
の
見
物
と
な
っ
た
。
ま
た
観
察
の
断
片
を
ノ

ー
ト
に
記
録
す
る
こ
と
と
し
た
。

、
、
、

ア
カ
ゲ
ラ
は
雄
雌
の
つ
が
い
だ
っ
た
。
胸
と
首
と
頬
が

白
く
、
背
中
は
黒
っ
ぽ
く
、
後
頭
部
は
雄
は
赤
く
、
雌
は

白
い
の
で
見
わ
け
が
つ
く
。
野
鳩
よ
り
や
や
小
ぶ
り
の
細

身
の
鳥
で
あ
る
。

察
す
る
に
、
穴
の
中
で
巣
づ
く
り
を
し
て
い
る
に
途
い

な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
す
で
に
卵
を
生
ん
で
い
る
か
と
も

思
わ
れ
た
。
ア
カ
ゲ
ラ
が
巣
に
帰
っ
て
く
る
と
き
、
か
な

ら
ず
穴
よ
り
も
二
、
三
メ
ー
ト
ル
下
方
の
幹
に
と
り
つ
い

た
。
そ
し
て
私
か
ら
は
見
え
な
い
木
の
向
こ
う
側
を
這
い

登
っ
て
穴
に
近
づ
く
。
そ
こ
で
立
ち
ど
ま
り
、
穴
の
中
を

の
ぞ覗
い
た
り
、
周
囲
を
見
回
す
な
ど
し
て
思
案
げ
で
あ
る
。

ど
う
や
ら
彼
女
は
巣
が
あ
る
場
所
を
だ
れ
に
も
知
ら
れ
た

く
な
い
し
、
ま
し
て
穴
に
入
る
姿
を
見
ら
れ
た
く
な
い
よ

う
だ
。と
こ
ろ
が
こ
ち
ら
で
は
二
人
の
男
が
い
て
動
き
ま
わ

り
、
し
ば
し
ば
大
き
な
音
を
た
て
る
。
窯
場
は
ど
こ
も
か

し
こ
も
岩
だ
ら
け
で
、
そ
れ
を
ツ
ル
ハ
シ
で
こ
れ
た
り
、

宇
江
敏
(二）

勝

あ
る
い
は
岩
を
ど
す
ん
と
転
が
し
た
り
し
て
、
も
の
も
の

し
い
響
き
が
谷
に
こ
だ
ま
す
る
。
ア
カ
ゲ
ラ
の
夫
婦
は
そ

れ
が
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。
で
、
し
ば
ら
く
は
虫
を

啄
む
ふ
り
を
し
た
り
、
キ
ョ
ッ
・
キ
ョ
ッ
と
鳴
い
た
り
し

て
、
こ
ち
ら
の
様
子
を
伺
っ
て
い
る
。
そ
し
て
私
ど
も
が

目
を
そ
ら
し
た
隙
に
す
ば
や
く
穴
に
入
ろ
う
と
い
う
計
略

な
の
で
あ
る
。
穴
に
入
る
と
、
中
で
一
回
転
し
て
、
こ
ん

ど
は
顔
だ
け
を
出
し
、
外
の
様
子
を
も
う
一
度
確
め
た
う

え
で
、
完
全
に
姿
を
隠
す
。

雄
と
雌
が
二
羽
と
も
穴
に
入
る
と
こ
ろ
は
見
な
か
っ

た
。
一
羽
が
戻
っ
て
き
て
木
に
と
ま
り
、
キ
ョ
ッ
・
キ
ヨ

さ
え
ず
く
ち
ば
し

シ
と
蝿
っ
た
り
、
あ
る
い
は
礎
で
木
を
コ
ツ
・
コ
ツ
・
コ

ツ
と
打
つ
と
、
連
れ
あ
い
の
ほ
う
は
穴
の
中
か
ら
覗
い

て
、
そ
れ
か
ら
飛
ん
で
出
か
け
る
の
で
あ
る
。
二
羽
と
も

ど
こ
か
へ
出
か
け
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

や
室
跳
ら

あ
る
日
そ
の
ア
カ
ゲ
ラ
の
留
守
に
山
雀
が
や
っ
て
来
て

穴
を
見
つ
け
た
。
山
雀
は
キ
ツ
ツ
キ
類
の
古
い
巣
穴
で
卵

を
生
む
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
一
瞬
し
め
た
と
で
も
思
っ
た

の
だ
ろ
う
。
ち
ょ
っ
と
穴
を
覗
い
て
み
て
か
ら
、
す
っ
と

入
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
彼
女
は
す
ぐ
に
出
て
飛
び
去
っ

た
。
こ
れ
は
空
家
で
は
な
い
。
長
居
を
す
る
の
は
ヤ
パ

イ
、
と
い
っ
た
退
散
の
し
よ
う
だ
っ
た
。

、
、
、

コ
ゲ
ラ
が
二
羽
（
つ
が
い
か
？
）
小
枝
を
飛
び
か
い
な

が
ら
、
巣
穴
に
近
寄
る
場
面
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
キ
ツ
ツ

キ
科
の
小
鳥
だ
が
、
大
き
さ
は
山
雀
ぐ
ら
い
で
、
背
中
に

白
黒
の
職
綿
棋
様
を
着
て
い
る
。
そ
の
一
羽
が
な
に
げ
な

く
穴
を
覗
き
こ
ん
だ
。
と
、
穴
の
中
か
ら
雄
の
赤
い
頭
が

現
れ
、
す
か
さ
ず
攻
撃
し
た
。
も
ち
ろ
ん
コ
ゲ
ラ
は
慌
て

て
逃
げ
去
っ
た
。

ア
カ
ゲ
ラ
の
巣
づ
く
り
が
ま
だ
進
行
中
だ
と
わ
か
っ
た
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第24話その2
内からも外からも風当たりは続いたが
－公有林野整理統一事業による市町村有林の形成一

手束平三郎
(･林政総合調査研究所理事長ノ

村上富士太郎まるで犯人取調べの刑事部屋のよ

うな感じで，結局は承知させたけれど総代は一向

に納得したふうでなく深刻な顔付きをしている。

こんなにまでしてなぜ宮行造林をやらなくてはな

らないのか，すっかり首をかしげました。

平熊友明もともと首をかしげていたのが，ます

ますかしがったというわけか。遠藤君もそんなふ

うにネチネチやってきたのかね。

遠藤治一郎とんでもありません。私が直接手が

けたもので後にしこりの残っているものは一つも

ないという自信があります。

村上知らぬは役人ばかりなりじゃないの。

遠藤私は鳥取県の林野課時代（大正1～4年）公

有林の管理区分案作成の係でしたが，出張の際，

休日や夜に村へ入り込んでしばしば懇談会をしま

した。整理担当者じゃないから割合気楽にいろい

ろな考え方を出して話すと真剣に乗ってくる。こ

の要領だなと話の勘所を体得しました。もっとも

このころはご承知の三松武夫さん（元農務局農政課

長，公有林野整理と林野の火入れ蝿削にまつこうから

反対した人。第18話)が知事でしたから，区分案も

整理案も皆棚上げでしたが，今はそれが下地にな

って仕事が進んでいると聞いています。私は当時
こもの

まだ月俸35円の小者ながら三松さんにとっては

獅子身中の虫だったようです。内務省出の松村課

長はかばってくれましたけれど。

平熊三松さんがなぜ君を知ったんだ。

遠藤本省から着任されて間もなく，林野課主催

の火入取締の説明会で，三松さんは用意してあっ

た挨拶文を型通り読んでおきながら，つづけて

"実は私はこれには反対なんだ"とぶったので会場

はシュンとしらけてしまいました。そのままだっ

たら私は何も言わなかったろうと思いますが，提

灯持ちが現れたんです。火入れ慣行の盛んだった

八頭郡役所の書記が立ち上がって，“知事のお説

はさすがにご卓見で，私もかねがね実はそう思っ

ていた。たとえばこうこう”と，44年改正の森林

法をこきおろしたので，むらむらときました。林

務の主任技師が顔を青くしたまま無言なので私は

発言を求めて，郡書記の話の筋に逐一反論を加え

たんです。これが結果的には知事への反論になっ

たのですね。その場は課長がとりなして知事に退

席願ったんですが，発言中ずい分けわしい目つき

でにらまれました。

平熊それは大した武勇談だな。

遠藤つい本題からそれましてどうも。新潟県へ

替わってからは内務部長が熱心で，今度は整理係

を任され，以後7年間存分にやりました。土地柄

のちがいはあっても鳥取でつかんだ要領の実践

で，強引にねじ伏せたような事例は全くありませ

ん。無理をしないでじっくり話せば必ずわかって

くれます。集落の持山でも実際には持て余すほど

大面稜の場合がたくさんあるんですから，草刈り

や薪採りに必要な山以外は造林する余地力蛍あるの

が多い。造林したほうがよいことは山育ちの者に

はわかるがその資力は集落にはない。そこで分収

という案を出せば大体は解決します。大木のある

所は社寺に寄付するんです。社寺のまかないは結

局集落の負担ですからね。

平熊遠藤君のやり方は始めから条件付きだった

”。＝停空
‐ 勺

ー壺序砲囚一・守圭芯豆 dウ向 .今＝_ 牙P宮壷壼＝弓毛一.次GI
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んだね。大正7年以前の方針は無条件統一だった

んだから，それに反していたわけだ。

遠藤村で条件付きでやろうと話のまとまったも

のを止めはしませんでした。今だってそうです。

でも，無条件であっさり話のつくところは，本省

が乗り出した以前の明治時代に大方は出払ったよ

うで，また腿民の気質も変わってきています。そ

れを読むべきだと，私は大いに主張し，本省との

会議の席上でも強調しました。8年の本省の方針

変更は，私の意見が影響した向きもあるんじゃな

いかと自負しているんです。3年ほど前に田中技

師（田中八百八，公私林課の森林治水事業総活の主任

技師，公有林野盤理は森林治水事業に含まれていた）

が新潟県へ来られて私を呼び，君の意見は基本方

針に反するんじゃないかと質問されて大いに弁じ

ましたが，あれは私を本省採用するテストじゃな

かったかと想像しています。その後間もなく採用

されたということは合格したからなんでしょう。

平熊それは初めて聞いたが，まあ，君の身の上

話はこれまでとして，さっき村上君が話したよう

な実例も現にあるわけだから，本省の指導方針と

してはなお反省すべき点が多いんじゃないか。

遠藤仰せのとおりです。この3年間つぶさに各

府県の状況を観察しましたが，担当者の資質次第

でこじれもするしまとまりもするようです。この

点は単に心得を通達するくらいではだめで，実例

に即して立会指導して体得させるほかありませ

ん。考え方に幅のある実務者を各府県に育ててゆ

くことが肝心です。

平熊両君の意見は大体わかったが，遠藤君には

改めて聞くまでもないとして，村上君は今や営林

局の課長じゃなくて，この政策を推進する公私林

課の事務官だ。君の批判的な思想と仕事とをどう

やって両立させるつもりかね。

村上私も立場はよく心得ています。今日は余人

を交えず息稔なく話せとの仰せでしたからあけす
けに申しました。よかれあしかれこの政策は，内

IⅡ。＝■I鈩炉画、 _＝竺壺＝箕マーヒム~_…躯 一一且隅〆嘩

務・農林両次官通牒に基づいて実行されているわ

けですから，私もこのポストにある以上執行者の

立場で言動する必要があり，部外に対する傍観者

的言辞は吐かないと決心しております。しかし，

この仕事は遠藤君が推進役をやりますから，私は

行き過ぎをチェックする役割にまわって，外部か

らの批判を少なくすることにつとめたい。これで

よいでしょう，局長。

平熊実は，そういう役割の者がいる必要もある

と思って今回君を大阪からもってきたわけだ。

村上なんだ，局長も人が悪いですね。

平熊でも二人で議論はいくらやってもよいが，

けんかはいけないよ。これは局長命令だ。

村上わかりました。ですが局長，これもここだ

けの話と思って聞いて下さい。私ば，この政策は

外部状況にもよりましょうが，いずれ打ち切る時

期が来ると思っています。私がそれを判断して行

動し得る権限をもつ立場になったら，その方向で

措置したいという考えは持ち続けたい。これはこ

の場で遠藤君にも聞いておいてもらいたいんで

す。

平熊君の書生気分も相当なものだな。局長にな

ったらすきにしたまえ。さて総論討議はこれくら

いにして，各論に入ろうじゃないか。

あとは，いろいろ具体的な事例の問題の分析や

処理方針などについて，こまかく検討を行い，結

論としては，遠藤のやってきた従来の方針が再確

認された形となりました。その後も，この仕事は

遠藤が引続き担当し，村上が林政課長になった昭

和6年には，町村会決議のほかになるべく私法上

の手続きを併せてしておくよう正式指示がなされ

ましたが，昭和13年度末までの累計実績は，台

l腹で226万町歩に及びました。実測値は不詳です

が,現在の市II1J村有林約165万ha(官行造林地を

含む）の主体はこの時代に形成されたものです。

この政策の雲行きがあやしくなったのは日中戦

bP e戸アェレァ･鉛＝－9＝_島宗デー弱訂一…＝＝ご白玲g＝解4三二一’三」
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設けられ，若干の検討期間を経て41年に「入会

林野の権利関係の近代化の助長に関する法律」が

成立したわけです。

一方，遠藤の気持ちとしては，不満やる方ない

ものがあったでしょう。彼は通牒に積極的にはや

らないと書かれているのに着眼して，おのずと話

のまとまる件についてはこれを進めることを主張

し，当時の田中八百八林務課長から，“もうこれ

は止めたんだぞ'’と声を荒げてしかられたといい

ます。

遠藤の公有林野整理の元締めとしての勇名は，

昭和に入ってますます高まり，5年には高等官に

昇進しますが，彼は他人の仕事に口を出さず，自

分の仕事には他人に口を出させない主義だったの

で後継者が育たず，そのため戦後の公有林野政策

の再発足が遅れたと見る人もいるくらいです。14

年以後，遠藤は課の庶務と政策の沿革史や入会権

の研究などをしていましたが,位は進んで，19年

に高等官3等1級に達し58歳で退官しました。

彼の同窓がこの年までつとめても，辞める時にや

っと高等官待遇になるくらいが普通だったことを
きよぼうへん

思えば大した出世でした。段誉褒腫はあります

が，彼が林政史に足跡を残した1人に数えられる

ことは確かであります。

－第24話終り－

争が始まったころからでした。12年の春，山林

局では特別指導町村を指定して統一成果を顕示し

ようとしていたやさきに，愛国心の高揚や国民の

団結策にからんで，都会では町内会，地方では部

落会を重視すべしとの論が強くなってきたので

す。13年には内務省が農村自治制度改正要綱を

起案するなど，その方針ががらりと変わって町村

内のケルンとしての集落の自立性が強調される風

潮となっては，公有林野整理どころではなくなり

ました。そこで14年の森林法改正とともに，こ

の政策は爾後積極的には進めないという，内務省

との了解で山林局長通達によって実質的に打ち切

られました。こうして公有林野整理は，戦時中は

全く手がつけられませんでした。

村上は13年に山林局長となり，その昔遠藤に

聞かせた宣言のとおり，自らこの政策の打切りに

断を下したのですが，戦時体制作りにからんだこ

のような結末は，決して本望じゃなかったのでは

ないかと想像されます。彼の持論はもっと純粋な

ものに発していたわけですから。

その後戦後の22年，マッカーサーの部落会解

散指令のショックで，多少市町村有化したり私有

化したものもありましたが，林政としてはこの時

は全く成行きまかせで，ようやく昭和30年に公

有林野調査会，34年に部落有林野対策協議会が

が合わない。木話は遠藤自身の記録によ

った。

注2：占領軍の命令に蓬づく町内会・
部落会解散指令（昭22．5．3政令第15
号）に関連して，林野局は特に意志表示

をせず，解体直前の内務省の指示に委ね
た。その内容は，部落会の所有財産たる
林野は原則として町村有に統一し，要す
れば新地方自治法により財産区とする趣

旨となっている。爾後昭和41年まで，

本間題に関する行政庁の一般的な指示は
ブランクである。

注3：昭和41年の「入会林野等に係
る椛利関係の近代の助長に関する法律」

の立案の際，林野庁は入会私権説に変わ
っていたが，自治省は依然として従来か

らの公栃説を固持していたため，妥協の
産物として2系統の塾総手続が規定され

た。すなわち，法の施行対象を民法上の

「入会林野」と地方自治法上の「旧慣使
用林野」に分けて，それぞれについて別

の手続きを定めたのである。

ちなみに，昭和57年度末までに後者
の手続によって措置されたものは面穣で

6影である。この部分は本話の条件付統
一による市町村有称野であろうが，市町

村有林野であっても前者の手続によって
もよいことになっているので，それがす

べてとは言えない。

注4，遠藤が田中林務課長にしかられ

た場面は，当時同課勤務であった武藤博
忠前水利科学研究所理事長の目撃談であ

る。ちな夢に，昭和5年にそれまでの林

務課は監理課となり，公私林課の中の森

林治水事業関係が独立して林務課，他の
部分が林政課となった。

注1：昭和14年4月の「公有林野整
理統一に関する件」という山林局長通達

は，整理統一打切りの理由を森林法改正
に帰していて，内務省の方針変更には触

れていない。すなわち，“森林法の改正
により，公私有林の別を問わず，すべて

の民有林に施業案を編成し，計画的施業
を実施させることになったから，統一指

導は爾後職極的に行わないこととする”

というのである。これは，公文書が政策
変更の要諦に触れないことのある1例で

あると言える。

なお，この14年の打切事簡について

は，農村経済厚生施策を原因とする後年

の見解もあるが，同施策の麹闘は昭和7
年から11年ごろまでで，その後は逐次

戦時経済によって変質し，その中に埋没
していったのであるから，時期的に符節

I一評
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九州大学農学部演習林報告

第53号

九州大学農学部附属演習林

昭和58年3月

口景観造成のための緑地保全に関す

る研究

口緑化樹の生産および流通櫛造と価

格形成に関する研究

□He-Neレーザーを用いた飛砂速

度分布測定装置の開発

目次

§1緒言

§2装置の職成とその原理

§3パルス幅分布分析器

§4装置の検定に関する考察

§5装置の検定結果

§6風洞実験とその結果

§7結論

口山地用貫入試験機の開発一小径

鋼製丸棒の応力波伝ぱ特性の解析に

よる

ローツ瀬川源流破砕帯小支渓におけ

る堆積地の形成と地形条件に関する

研究

研究報告第17号

広島県立林業試験場

昭和57年12月

（研究報告）

口素材市場取扱量に影響する市場要

因の解析ならびに素材市場の類型化

口山火跡地復旧試験

（研究資料）

口床替苗の活着向上試験一床替時

における苗木の乾燥保謹剤の効果に

ついて

ロ複層林施業における伐出方法の機

械化に関する事例調査一自立林家

※ここに紹介する資料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する

か，頒布先でご覧下さるようお願いい

たします。

llilllllli!|

の機械導入について

口松くい虫特別防除薬剤影響調査

一散布薬剤(MEP)が水系に及

ぼす影響調査

研究報告第25号

新潟県林業試験場

（論文）

□56豪雪によるスギ人工林の被害

の特徴

口越路実験展示林における造林試験

(Ⅲ)－雪上木移行期の枝打ちと雪
窒
再

□なだれ防止林の造成技術（Ⅲ）

－スギの植栽方法と樹種別植栽の

初期生長

口広葉樹林の育成に関する研究(1)

－ブナ人工林の生長について

ロ杭打工法による斜面安定効果の解

明

（抄報）

□なだれ防止林機能回復事業に関す

る積雪環境別の施業方式の検討

ロ新潟県北部地域におけるコナラ林

の生長について

ロスギの精英樹にみられる自然3倍

体（村上市2号，佐渡1号）

ロ新潟県におけるスギカミキリの被

害実態について

ロエノキタケ野生菌の人工栽培につ

いて

ロトウモロコシ糖等養分基材添加に

よるナメコ増収効果

口集水井に生ずる応力と変形および

破壊について

39

ヒノキ人工林の生長と形状に関

する研究（大分林試研報，第10

号)一大分県におけるヒノキ

林について

大分県林業試験場

昭和58年3月

大分県におけるヒノキ造林はマツ

枯損跡地を含めた適地外へも急速に

拡大しており，造林立地学的な立場

より不安が生じている。本報告は,

大分県内における260カ所のヒノキ

人工林の林分を10年間にわたって

調査して得た林分因子，環境因子に

関するデーターをもとに生産力，形

質等を解析し，その結果をとりまと

めたものである。

主な内容は，林分因子や環境因子

が樹高生長特性に及ぼす影響の解

明，地位指数（40年生における樹

高）を目的変数とした生長と立地条

件の関連についての検討，樹幹の形

状に影響を与える因子の重回帰分析

による推定等であり，これらの結果

をもとに，ヒノキの樹種特性につい

て検討している。

農学集報第28巻第1号

東京農業大学

昭和58年9月

（論文）

ロ東京農大奥多摩演習林の地表性昆

虫類

口民有林の経営に関する研究(V)

台風による造林木の被害が林業経営

に及ぼす影響

口民有林の経営に関する研究（Ⅵ）

スギとミョウガの複合経営

口民有林の経営に関する研究(Ⅶ)マ

ツとセンリョウの複合経営

他6論文は省略。
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農材鶴

国有林野事業の生産・販売方針

一新たな視点に立った生産･販売事業の充実･強化一

の活性化，地域林業振興に努める。

2．木材情報の整備とそれを活用し

た販売の推進

①国有林材の販売・在庫等に関

する全国的な情報網整備およびその

活用の推進に積極的に取り組む。

②木材情報・需要者リスト等を活

用して,広域販売を実施する。③需

要動向に即した生産・販売の調整を

迅速適切に行う。

3．効率的な販売の推進

①販売事業に対応した生産事業

の推進を図ることとし，生産・販売

時期の選択･付加価値を高めた生産・

販売，販売地点の適切な選択，新鮮

材の供給等の推進に努める。②地

元工場等に対する随意契約による販

売の適切な運用に努める。③委託

販売については，有利性の検証を行

いつつ，原木市場の有効適切な活用

を図る･④立木販売における搬出

林野庁は，昭和59年度の国有林

野事業の生産・販売方針を策定し，

各営林(支)局に指示した。

今回の生産・販売方針では，改善

というよりは改革ともいうべき発想

の転換を行い，国有林野事業の難局

を打開すべしとする林政審議会の答

申「国有林野事業の改革推進につい

て」に沿って生産・販売事業の充

実・強化するための新たな取組みを

行うとしているが，具体的な内容は

次のとおり。

1．需要開発の推進と供給体制の整

備

①国有林材の需要促進を図ろた

め，木材業のみならず最終消費者に

国有林材を身近に感じさせ，購入意

欲の換起を促すため,PR活動を積

極的に実施する。②木材業および

大工･工務店等の協力を得て,国有林

材供給ネットワークの整備を図る。

③国有林材を安定的・計画的に供

給する安定供給システムによる販売

の促進に努める。④注文に応じた

生産・販売を行う。⑤内装材･バイ

オマス商品等新しい製品の開発につ

いて材料の提供，外部委託等を行い

需要開発に努める。⑥国産材市場

|’…pq一彦＝艶一一包二…＝垂も＝＝函鈩垂＝＝号多'ﾏ栂ふるロー湾禧垂＝壼~＝一雨一軍ふま…-桑画、F＝単一-屋■Pご凸雪【軋顕竺蓉いか罰＝事曇雫即一一“再建一三函I

50年代の林業の

動向

わが国経済が高度成長から安定成

長へと転換し，産業構造も変化する

年

低F度）

40

45

50

55

57

林瀞謹誘数

141

120

96

100

95

中で，林業をとりまく諸悩勢は一段

と厳しさを増している。

すなわち，①木材需要は，木造

住宅の不振等により停滞気味に推移

し,56年以降は特に停滞が著しくな

っていること，②木材価格は，54

年から55年にかけて一時的に上昇

したが，その後下落，低迷している

こと，③林業の収益性の低下，林

業生産活動の停滞，関連事業体の弱

体化等の状況が著しいことなどであ

る。

この間の林業生産活動について，

55年を100とする林業総合生産指

林業関係指標の推移

民有林人工造林に占め
る公的槻関の分収造林
割合

12（％）

17

19

29

25

(ｽ鮮:難曾山元
苗鰯溌鬮議誰
数）

8．1（人）

5．8

3．7

2．8

2．2

鍾蕊鶏
合）

（％）

9．4（47年度）

5．6

6．0

2．9

資料：農林水産省「木材需給調査｣，「林家経済調査｣，統計傭報部謝ぺ，林野庁「木材需給表｣，林野庁業務資料，
“)日本不動産研究所「山林葉地及び山元立木価椎調｣，労働省「林業労働者職種別賃金調査」

注：林業総合生産指数および林業の収益性は年次の数値であり，造林および農林家の林業依存度は年度の数値であ
る

l･-すエ■。●倉，＝一~U－－詐宝呵差搾毒rp：＝江一言作序竃一・＝α＝‐一己一一一、、一輔時一世壬す＝…_－5－ユ菫三＝＝＝三一三＝＝＝ ’
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＝ 弓＝：＝

期間について，長期化の方向で適

切に定める。

4．販売価格の適切な決定

情報連絡の緊密化，市況調査の

充実等により販売価格の適切な決

定に努める。

5．林業・林産業界等との相互協

力体制の強化

林業・林産業界，地方自治体，

大工・工務店等との相互協力体制

の強化により販売覗業の推進を図

る。

6．土石販売の改善

土石の販売にあたって年期売払

制度の活用を図る･

7．特用林産物等の生産に必要な

原木の販売等

特用林産物の生産に必要な原木

の安定供給等に配慮する。
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東
山
神
社
境
内
の
開
拓
記
念
碑

＝ 一凸一三一一

三シンポウ三

言明治32年（1899）に創設された
言

ﾐ東京大学北海道演習林は,伐木,運
＝

言搬，造林，保護等の林業労働力の給
二

言源を，同演習林内に入殖させた｢林
＝

＝

冒内殖民｣者に求めた。1戸当たり
＝

=4haの土地を配当貸下地とし，成
＝

＝

三功期間4カ年（1年間に1haずつ
二

言の開墾)，5年目から1ha当たり5
＝

冒円の貸地料を徴収するなどの条件
＝

言のもとに募集した。'ﾘ1治43年に'0
婚

:冒戸,“年に36戸，大正元年に54戸
＝

二

言が入殖したのをかわきりに,主とし
＝

三て北陸，東北地方から集まり，現在
＝

言にみられるような一大集落を作るに
＝
＝

言至った。
＝
＝

冒林内殖民制度は①良質の林業労働
＝

冒力を,随時に,容易に調達できる，②
三

三森林の保護管理に常に目を配って
＝

＝

言いる地元をつくるといった浪習林側
＝

三の利点とともに，③農林業労働を通
＝
＝

三年行い，④安定確実な収入を得られ
＝

言るという農民側の利点もあり定職し
三

=た。入殖者たちはクルミ（鉄砲の台
＝

冒木用)，ドロノキ(マッチの軸木用)，
＝

言ヤチダモ，ナラ，セン（鉄道の枕木
＝
＝

三用）等の良材を伐り出した跡を開墾

した。「榛葬(草木の乱れ茂ったとこ三

ろ)ｦ愛ﾘ,荊讃いばら)ｦ粥,言
シノ ニ＝

幾多ノ鞭苦ヲ凌ギ，道路ヲ通ジ，軌三
三

道ヲ歎設シテ交通ノ便ヲ計り，瀧滅三
＝

洲ヲ設ケ，水田ヲ開キテ産業ノ振興三
＝

＝

ヲ期シ，学校ヲ増設シ，病院ヲ建築三
＝

シテ教育衛生ノ普及ニ務ムルコト弦冒
＝
＝

二-'一有五年，開墾ノ業，日二就リ月三
＝
＝

二将ミ，今ヤ耕地二千六百十一町冒
當

歩，戸数約四百八-'一三戸ヲ算シ，衆匡
三

心相祁シ，農林併セ勤メ，鼓腹盤三
三

域，生ヲ此ノ新天地二楽シムニ至ニ
ー

ル」とは，大正13年に借地人一同三
二＝

により建立された西達布開墾記念碑三
三

（もとは東大演習林東山作業所擶内三

に建てられたものを東山神社内に移冒
＝

す一写真）の碑文の一節であるが，，三
屋

林内殖民の歴史のひととまを語って匡
巨

い る。昌
：＝

しかし土地を与えて労働力の提供|言
＝二

をもとめる開発方式は，他面では土薑

地に縛りつける機能をもつものであ三
三

り，戦後の農地改革時にはその面が三
目＝
＝

|制われ，すべての農地は解放された言
＝

＝

（昭和39年第二次解放完了)。＝
言

（筒井辿夫）三

I．．、． 5QD O1

数睡準年の価格に雛づいて算定し

た各年の素材，特用林産物等の林業

総生産額指数)でみると，50年以降

は55年を除き，いずれの年も100を

下回っている。

また，民有林における林業活動の

特徴をみると，人工造林において

は，林業（造林）公社，森林開発公

団等公的機関の行う分収造林の割合

が高まるとともに，造林，丸太生産

等を森林組合等に委託．請負わせる

林家が増加している。また，農林家

(山林所有規模5～20ha)の総所得

に占める林業所得の割合についてみ

ると，この10年間にほぼ3分の1

となっており，林業依存度は著しく

低下している。

一

＝
＝ ●ロー

罰IⅡlⅡ11ⅡIⅡl{叩ﾛ叩ⅢH1】ⅡⅡ冊ⅢⅢ1mⅡⅡ1mⅡ11ⅡⅢⅡ皿UⅡⅡ冊1mⅢⅡ】IⅡ』11Ⅱ111ⅡⅡⅡⅡ1Ⅱ111Ⅱ川11ⅡlIilⅡⅡ11ⅡlⅡⅡ111ⅡⅡⅡ11ⅡIⅡIililllⅡ11ⅡIⅡⅡⅡ11ⅡⅡHllllnlⅡIⅡI痘
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小林富士雄著

新版

緑化樹木の病害虫

(下)害虫とその防除

（社）日本林難技術協会

〒102束京都千代田区六番町7

（露()3-261-5281）

昭和59年3月1日発行

A5判・344H,口絵6頁
定価3,500円（〒30()）

小嶋睦雄著

新興林業地域と地

方木材消費地市場

の結合と再編

(社)櫛岡県林業会議所

〒420跡間市追手町9-6

静岡県庁西鮪9階

（智0542-52-4857）

姻和58年11月発行

A5判・212頁

定価1,500円（〒250)
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緑化樹木にいろいろな虫害が発生

するようになってから，緑化樹木生

産者をはじめ，それに関係する人た

ちなどからこの防除方法に関する専

門書の発行が待望されるようになっ

た。この分野は，著者の"まえがき”

のように「これらは新しい研究分野

で未知の問題が多い割に専門の研究

者がほとんどいないのが実情です。

……緑化樹木については片手間に手

がけてきたにすぎません。ここ数年

来，ようやく全国的規模で国公立林

業試験場による調査が行なわれ,緑

化樹木の実態がかなり明らかになっ

てきました.…」とあるように，国

公立林業試験場の研究者の方々が研

究に力を注いできた結果，これまで

の成果に加えて新しい知見が蓄職さ

れ，『緑化樹木の病害虫』（上・下）

が昭和52年に発刊された。

その後5カ年が経過したので，内

容を大幅に増補改訂した新版が今回

戦後の拡大造林によって全国各地

に新しいスギ，ヒノキ等の森林地帯

が形成された。これらの人工林の多

くは現在，間伐期に達し，一部は間

もなく主伐期に達しようとしてい

る。この戦後造林木による林業の発

展は,ひとり山林所有者だけでなく，

広く林業，木材業関係者，ひいては

農山村住民の大きな願いであろう。

しかしそのような期待はスムース

に実現できるであろうか。深刻な間

伐問題に象徴されるように，外材支

配体制下では著しく困難であり，並

たいていの努力では実現できないと

．いわざるを得ない。戦後生まれの新

興林業地域において生産体制をいか

に構築し，それらの販売市場をいか

に開拓していくかは，わが国の林

業，林政の最大の課題といっても言

い過ぎではないのである。

本書はこのような課題に真正面か

ら取り組んだ労作である。静岡県東

部地域を分析の対象にしているが，

発刊の運びとなりました。

旧版に比べると，新しく発生した

害虫を加えたこと，新しく解明され

た事柄にもとづき修正あるいは加筆

したこと，防除薬剤について新規登

録・抹消のものをそれぞれ加除した

こと，写真を増やしたこと等によ

り，ページ数が52ページ増えて344

ページになった。

取り上げられた害虫の種類の選択

はまことに適切である。

本書を開いてみると，索引が本文

の前にあって，害虫が樹種，害虫あ

るいは学名で索引できるように配慮

されており使いやすい。あえて注文

を言わせてもらうならば，学名にフ

リガナをつけてもらいたかった。

内容は，害虫の種類がわかりやす

いように写真が多く，害虫の被害，

生態，あるいは防除法等が，最新の

知識をもって正確，簡潔にわかりや

すく記述されている。

著者の主張するところは次のとおり

である。

新興林業地域の現状は森林資源の

未成熟性，生産，流通の担い手の不

在,森林組合の力壁不足,中央消費地

市場とのパイプの欠如，など先進林

業地域に比べ著しく劣悪な条件にあ

り，林業を取り巻く厳しい環境の中

で全く展望がないかに見える。しか

しそれは皮相な見方であって，販売

市場を地方木材消費地市場に求め，

それとの結合の体制を整えるなら

ば,日が差し,やがて朝がくるように

展望が開けてくる,というのである。

ところで著者が地方消費地市場に

注目するのは，第1に地方都市への

人口集中などによる木材需要通のよ

り大幅な拡大，第2に地価の安さ等

による国産材や地元産出材への根強

い選好を保持する在来型木造住宅の

多さ，第3にそれが新興林業地域に

近接，もしくは同一圏域内に並存し

ているという「地の利」（著者はこ



現場に挑わる者にとっては，難し

い記述よりもこのようなものを望ん

でいるのである。本書はこれにこた

えるものであり，獺書には見られな

い害虫防除の専門書と言っても過言

ではない。

これは，著者自らが長年にわたり

昆虫の研究と公立林業試験場の指導

に携わってきたことによって蓄積し

てきた成果をもとにしているからで

ある。

これらの点を考え合わせると，緑

化樹木の生産者，造園，緑地に関係

する方々はもちろんのこと，都道府

県で緑化樹木に関する指導や研究を

する方々，国有林で緑化樹木の生産

等に携わる方々，個人の方々も含め

て，緑化樹木の虫害対策の一助とな

るように，本書を座右に備えること

をお勧めしたい。

（林野庁研究普及課・佐藤正彦）

れを「地理的製品差別化」と表現し

ている)，などからである。

しかし著者は，伐出生産が小間切

れ化し，素材生産業者の形成，発展

の度合の著しく低い新興林業地域の

現状のままでは，このような地方木

材消費地市場との結合を図ることは

困難であり，何らかの形で素材の生

産，流通を組織化し，森林所有の小

規模分散性によるところの小間切れ

供給を克服しなければならないとい

う。しかしそのような機能の担い手

はだれか。著者は，新興林業地域が

既成の市場への参入を果たすために

は，森林組合を軸とする官民一体の

取り組みが必要であると，富士木材

流通センターを事例に具体的に分析

しているのである。

ともあれ戦後生まれの森林をどの

ように活用するかは大問題である。

民有林関係者だけでなく国有林経営

に携わる人にも一読を勧めたい書物

である。（九州大学腱学部･堺正紘）
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《iir司言言励

住宅と女族

先日，福島県いわき市で住宅生産

振興財団の財団住宅祭の行われてい

る"いわきニュータウン"でハウスメ

ーカー14社が参加展示している分

譲住宅のいくつかを見学した。

そこで特に感じたことは，大手住

宅産業と地元中小企業との間の住宅

の間取り，室内装飾，採光方法等の

述いである。いい面に限れば，概し

て大手によるものはインテリアに工

夫が凝され，リビングルーム，台所

等は家具，洲度品が空間的，色彩的

にもみごとに配髄され，あか抜けし

ているのである。一方，地元企業に

よるものでは，雌而をはじめ各部屋

に木材が多く使われていて，重厚さ

とある種の郷愁にも似た安らぎを感

じさせてくれた。まるで都市文化と

地方文化の香をそれぞれの住宅に見

た思いがしたのである。

ところで，実際に住人となる意志

をもった訪問者はどのような行動様

式を示すのだろうか。地元建築企業

協同組合での話によると，家族づれ

の場合には，まず居間や台所に直行

するという。住宅の選択にも女房，

子供の意向が強く反映されるという

のだ。

なるほど，2,500～3,000万円も

する住宅はサラリーマン世帯では女

房たちの手助けがなければ月々のロ

ーンも払いきれまい。女族の発言権

が強まるのは当然かもしれない。た

だ困ったことに，彼女らのハートを

とらえるのは，主に台所，居間の機

能性やインテリアのよしあしであっ

て，外材であれ国産材であれ，はた

また代替部材であれ使用されている

部材そのものにはほとんどむとんち

ゃくだという。

これは川上の林業にとって深刻な

話である。各地で地域林業の形成へ

の取り組みが行われ，銘柄材づくり

を目指している地域も少なくない。

だが，川下での木材の使われ方が変

化しつつあるのである。つまり，住

宅そのものが，激しい企業間競争の

もとで，需要者のニーズに応えうる

商品として多種多様化している中

で，木材もまたもくろまれた居住空

間のイメージに応じた多様性を要求

されてきているということである。

例えば四方無節といっても，リファ

イン化される照明，家具，調度品の

もとで，常に絶対的な存在ではあり

得ない。従来のままの概念では川上

でしか通用しない方言になりかねな

いのである。

木材消費の拡大，地域林業の振興

には，住宅内部の変化とともに，ど

うも女族の嗜好もその視野に入れた

対応が必要とされる時流にあるらし

い。

（偏奇木）

(この欄は霧集委員が担当しています）
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<第31回森林・林業写真コンクール〉入選者の発表

応募作品数754点（カラーの部364,白黒の部390）について4月24日審査会を開催し，慎重審

議の結果次のとおり入選作品を決定いたしました。なお，版権は本会に属し作品の一部は「林業

技術」の表紙・誌上に順次掲戦いたします。

カラーの部白黒の部

〔特選〕（農林水産大臣賞）

記念植樹吉野儀（千葉市）

〔一席〕（林野庁長官賞）

樹氷街道を行く畠l1l信太郎(兵庫県尼崎市）

〔二席〕（日本林業技術協会賞）

山村牛尾征治(東京都八王子市）

魚梁瀬杉I井上雄次（高知市）

リモコンチェンソーによる伐倒作業

松原栄一（長野県開田村）

〔三席〕（日本林業技術協会賞）

霧の林小板橋兵吉（前橋市）

雪の杉林田寺秀達（水戸市）

木出し播間正治（秋田県千畑村）

春を待つ中司照仁（大阪府茨木市）

厳寒の朝大橋英児（北海道雅内市）

〔佳作〕（日本林業技術協会賞）

秋彩船木政好（東京都豊島区）

若葉の小路中西一雄（北海道音更町）

雪中の松機敏且（群馬県水上町）

雪国の祭り高橘誠（秋田市）

魚梁瀬杉Ⅱ井上雄次（衞知市）

歩くスキーツアーと森林

鯉江信幸（北海道足寄町）

柿の実る頃梶本恭孝（大阪府茨木市）

松くい虫被害木のせんじよ

上林節夫（鳥取県赤碕町）

松くい虫空中防除大山義夫（鹿児島市）

はさ木の詩藤田力（新潟市）

巣箱とシジュウカラ家入忠（宮崎市）

瑞光伊藤和彦（神戸市垂水区）

欄間を作る人中村典和（大阪市住吉区）

若葉の撫林池谷潔士（岐阜県明方村）

まつたけのひだ大迫靖臣（広島県尾道市）

冬の並木路門田勇喜(宮城県小牛田町）

落葉と祠長谷川文男（青森市）

造林作業員本陣孝宏（神戸市灘区）

落葉焼き猪熊進(香川県観音寺市）

紅葉の大山大谷武（鳥取県米子市）

休業技術No.5061984.5

〔特選〕（農林水産大臣賞）

防風垣玉手恒弘（北海道枝幸町）

〔一席〕（林野庁長官賞）

春の林道川口正秀（北海道小樽市）

〔二席〕（日本林業技術協会賞）

眉山と徳島市内の樹木

浅野裕司(東京都武蔵野市）

山で働く人々山崎昭（鳥取県倉吉市）

唐松並木戸田秀一（盛岡市）

〔三席〕（日本林業技術協会賞）

山崩れ尾地康正（東京都町田市）

儀式の供え奥山喜久雄(山形県新庄市）

林内花園山口茂之(和歌山県竜神村）

こんな家が私もほしい

白井久子（静岡市）

霧の杉林土屋隆作（静岡県浜松市）

〔佳作〕（日本林業技術協会賞）

休日の公園白井久子（静岡市）

馬搬玉手恒弘（北海道枝幸町）

冬山造材横山広美（北海道豊富町）

丹頂の里中西一雄（北海道音更町）

老農夫播間正治（秋田県千畑村･）

杉並木土屋隆作（静岡県浜松市）

ドットコ作業前田賢一（北海道豊富町）

木曽の五木製品西尾さ乃（岐阜県坂下町）

村の子供たち国岡洋一（北海道函館市）

木出し加賀谷良助(秋田県横手市）

徳島市街路樹浅野裕司(東京都武蔵野市）

老夫婦大熊政彦（長野県栄村）

根国井孝保（東京都足立区）

雪の山門戸田秀一（盛岡市）

紅葉樹林小野寺弘毅(岩手県江刺市）

市日の風景多田正行（岩手県遠野市）

炭を焼く老夫婦渡辺竜彦（山梨県南部町）

木出し斉藤勇一(秋田県千文字町）

力をこめて佐藤宏生(北海道木古内町）

林間学校長吉秀（福岡市南区）
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社団法人

新会員勧誘のお願い 日本林業技術協会

本会は60有余年の歴史をもち，林業技術者ならびに林業技術に関係あるものの，わが国
における唯一の職能団体であります。
今日のわが国林業の前途に横たわる諸情勢は，まことに楽観をゆるさないものがあり，
我々林業技術者は，今こそその総力を結集して，この難局を打開し，林業ないし森林の永
遠の発展を目ざし，いっそうの技術の練磨研さんに，励まなければならないときであろう
と存じます。
ここに林業技術者の団結のために，本会はその紐帯としての使命を痛感するものであり
ます。現在の1万5千名の会員は，志を同じくする精鋭の林業技術者であります。この数
は決して少なしとはいたしませんが，林業界の発展繁栄のためには，さらに多くの会員の
積極的な入会を切に希望するものであります。
どうか本会の使命目的をご理解いただき，多くの方々がご入会下さるようよろしくお願
い申し上げる次第であります。

＜入会の手続＞
口入会申込害に必要事項を記入し，当年度の会費を添えて，分会または支部，
あるいは本部にお送り下さい。（入会申込書は本会または各支部にあります）
口林業関係の職域にある方は，なるべく分会または支部を通じてお申込み下さ
い。その他の方も分会または支部に申込まれるのを原則としますが，ご都合
で本部に直接申込まれても差支えありません。
口会費正会員年額3,000円（学生2,200円）

特別会員(甲種）一時金60,000円以上
〃（個人終身会員)一時金30,000円以上
〃（乙種）年額6,000円以上

繍雛雛撚駕:灘:獣）
＜会員の特典＞

○会誌「林業技術」を毎月お送りします。また，綴○支部または支部連合会が総会または，大会等を開
込用ファイルを配布しま．す。催する際に，必要があればその要請によって，経
○会員用バッジを送付します。費の一部を補助することができます。
○林業技術賞，林業技術コンテストに参加する資格○支部に対しては，支部交付金および支部活動のた
ができます。めの経費について，要請によって補助することが
○林業手帳，林業技術参考図書を無料配布します。できます。
○本会発行の図書は，定価の10%割引販売。○その他なにごとによらず，ご相談に応じます。
○物品，図書，機材の斡旋をいたします。

支部および支部連合会組織一覧表

東北

奥羽

北関東
南関東

信
中
関

州
部
西

四国
九州

(本部直結）

四
九

〔詳細については本会または支部へお問合せ下さい｡〕

林業技術No.5061984．5

連合会名 所属支部名



46

第39回通常総会の開催および関係行事のお知らせ

総会ならびに関係行事を下記のとおり開催いたしますので，ご出席下さるようご案内申

し上げます。

記

｜会月日

5月29日（火）

時間
グー

何 事 場

時分時分
900～16.30

17.30～21.30

第30回林業技術コンテスト

コンテスト参加者都内見物

日林協5階会議室

はとバス

東京膿林年金会館

〃

5月30日（水） 理事会

第30回林業技術賞受賞者の表彰

第'7回林業技術奨励賞受賞者の表彰

第30回林業技術コンテスト受賞者の表彰

永年勤続職員の表彰

第39回通常総会

11.00～12.00

13.00～16.00

〃

〃

〃

日林協5階会議室
〃

5月31日（木） 支部幹事打合会

支部枠事懇談会

10.00～12.00

12.00～14.00

期間：7/1～60/3ﾉ31

識師：松井顧問

◎海外研修員の受入れ

1.氏名：トニー･ハリ・ウィディァ

ナン卜（インドネシア国林業総局

造林局造林部）

研修テーマ：(1)アグロフォレスト

リー

(2)造林

期間：3/15～6/7

2.氏名：林睦扶（ブラジル国移

住者家族子弟研修生）

研修テーマ：航測関係全般

期間：4/2～60/3/31

．部分林設定

日林協創立60周年記念事業の一

畷として，昨年12月1日熊本営林

局菊池営林署阿蘇深葉国有林内に部

分林（面積105,88211f)を設定し，

地ごしらえを行っていたが，今年4

月24日熊本営林局,菊池営林署,林

業試験場九州支場,九州林木育種場，

熊本県，菊池市等関係の方々をお招

きして植樹祭を行い，ヒノキ苗3万

5千本の植栽を完了した。（日林協

から猪野理事長，佐川総務部長，土

屋企画部長出席）

◎調査部関係業務

1.4月20日，本会会議室において，

長崎豪雨災害対策調査ならびに傾

斜状市街地における総合防災対策

調査の報告会を開催した。

2.4月26日，消防庁からの林野火

災防ぎょ図作成業務の検討委員会

が自治総合センター会議室で開催

され，梶山常務理事が委員として

出席した。

|協会のうごき｜ー.－－－

◎講師派遣

1.依頼先：林業誰習所

内容：新採用上級科研修・森林

施業の施策をふりかえる

期間：4/17

講師；猪野理事長

2.依頼先：林業講習所

内容：統計学

期間：4/20，4/26

講師：山田理事

3.依頼先：宇都宮大学

内容：非常勤識師（撫林航測）

期間：4/1～60/3/31

識師：渡辺技術開発部長

4.依頼先；鳥取大学

内容：非常勤識師（森林航測）

期間：4/11～60/3/31

講師：渡辺技術開発部長

5.依頼先：三重大学

内容：非常勤識師（航空測樹）

期間：4/10～9/30

識師：渡辺技術開発部長

6.依頼先：信州大学

内容：非常勤識師(森林土壊学）
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日本林業のとるべき新しい道を的確に指し示した待望の書き下し.／

蕊
A5判上製230頁2,300円（〒300)

◆

■
■

燭3

1鯛

赤井英夫著

いかにして<国産材時代＞を切り開くか。発想の転換を求める
木材需給の緩和傾向はさらに続き、代替材・外材との競争や産地間競争は一層激化の方向をたど
るであろう。真に国産材時代を切り開いてゆくためには、この現実をしっかりと見つめ、伐採の
増大を軸とした国産材供給体制の改善、地域の林業者・林産業者の主体的な創意を結集しての地
域林業の形成．発展を図ることが緊急の課題である。岐路に立っている日本林業のなかで、林業
・林産業関係者に180度の発想転換を求める待望の書き下し。

日本林業の根抵的解明と今後の指針を得るために／

蕊
－林業経済研究入門－

鈴木尚夫編著A5判上製420頁3,000円（〒300)
林政担当者の入門書に、学生諸氏の教材に最適／

戦後40年にわたって蒋破された林業経済研究の成果を、各専門分野の開拓者であり現在も研究の
第1線で指導的な活雌をしている権威者11氏が執筆。地代論から生産力論などの基礎理論をはじ
め森林環境効果の分析、森林組合から木材市場論まで、日本林業にかかわる根幹的な分野を理論
的に解明した画期的なもの。学生諦氏の必読書であるとともに、林政拠当者にとっても、今後の
指針を得るための好蒋である。

森林整備計画制度の発足に伴い、内容を一新・充実ノ

識 識蕊
林野庁計画課監修B6判上製1,100頁3,800円（〒300)

日
日
風
８

鬮

市町村・都道府県林業担当者をはじめ、すべての林業関係者の机上にこの1冊を／
森林法の一部改正によって森林盤術計価制度が導入されたことに伴い、新たに施行された森林整
備計画制度関連の政省令及び諸通達、前回の改訂時以降に改正等がなされた森林計画関連諸法令
等を収録し、内容を一新・充実させて、ここに刊行.／すべての林業関係者はこの1冊をおそな
え下さい。

聯日本林業調査会
〒162束京都新宿区市谷本付町28振祥東京6-98120a(03)269-3911番



スギ･ヒノキの穿孔性害虫
くその生態と防除序説＞

小林常土雄編特A5判2,400円(〒250円）
スギ・ヒノキの造林地に発生し被害を与えている

穿孔性害虫は、スギカミキリ．スギノアカネトラカ

ミキリ・スギサイノタマバエなどです。被害は材部

が変色したり、腐朽化したりして材質の劣悪化をま

ねき、材価に与える影響は大きく、経営上に不安を

抱かせている？本書は、これらの害虫について実態

を熟知している研究者によって解説されたもの。

原色樹木病害虫図鑑

林業薬剤便覧
●編著

●規格

●価格

●掲載薬剤

「

(社)林業薬剤協会
B6判上製

¥2,700(〒250円）
｜､殺虫剤53種4.忌避剤4種
2.殺菌剤20種5.除草剤33種

3殺そ剤6種6騎誓爵9種
本霄は，現在登録され林業用として使わ

れている殺虫剤や除薫剤をはじめ林業薬剤
のすべてを網羅して褐戦し，薬剤の種類ご
とに，商品名・登録会社・有効成分・適用

対象となる病害虫等や雑草木・使用方法．
包装単位などについて見開き2ページにわ

かりやすく記戦。また，薬剤の系統・作用
性・使用上の注意事項を記載。さらに農薬
の一般的な知識として必要な事項，および
用語や記号の解説を加え記述されている。
林業家必携のハンドブック。

伊藤一雄・藍野祐久共著包装

●本書は，原色図またはカラー写真での一）

オールカラー新書判¥4,300(〒250)かI)-
性・1

すから，樹木の病害虫の診断・同定に用語

は最適のハンドブックです。 ｜林業

;琴言琴簔鐙套蕊凝溺藤蕊識蕊蕊蕊蕊溌

昌臼

壜霧識騨翻L5判250P/¥1800〒250
竹内亮著

393種を選び、葉の見かけ上の形によって分類配列し
た葉形図と、これらに対応する記戦文から成り、学翁
索引、和名索引をそえている。

樹木のふやし方
ﾆﾀ恥求とりか錨末まで－

関西地区林業試職研究機関連鵜協議会

育苗部会･"A5#ll340P/Y3800〒300

300余の柵極の特性ならびにタネ．ホとりから床替ま

での育苗上の要点が記載されているので実川的利用の
ほか、開花・結実・発芽・多剖捉等、附諏特'ド|ﾐの備報源
としての荷測liiも燕い。

鵬半島の林端廃の原因
-自然環境保全と森林の歴史弩|"",,,"P="〒250三宅正久著

朔鮮半島における森林対莱、とくに日本施政時代を
'i''紬として朝鮮森林の栄枯朧凌を日本の森林と対応ぎ
せながら詳述したもので、随所に兇られる著者の鋭い

洞察はわが国自然保謹に示唆するところが多い。

l王子製紙山林事業史｜鈴木尚夫ほか8氏…共著
B5判670P/Y6000〒400

「1本林業の歴史的歩みを日本資本主義経済とのかか
わり合いにおいてとらえ、日本林業の将来の腱望に有
益な議料と示唆を提供している。

|治山緑化エ’村井宏著
新書判254P/¥1500〒200

治山緑化工の雌終目標は林搬形成にあるという原点

に立って、安全、碓実に、しかも省力的に荒廃地を復
lllする方法を、雅礎的な試験や現地蛎例調究などの結

采をもとに、新たな観点からまとめたものである.。と
くに、施工困難な特殊立地条件下の緑化工の項は現地

試験を通した成果で、事業に直接役狸つ内容である。

|林木育種への道’外山三郎箸
A5判350P/¥3200〒300

林木の育種に関して蝶いた論説20締と、外山および
共同研究者の研究論文の要約68儲をまとめたものであ
る．林木青穂に関心を持たれる方だけでなく、脳木を
愛し、1I1を友とされる人びとに読んでいただけるなら、
この上ない薄ぴである｡

l自然蝿と日緬鯏5刷〕’大政正隆著
新書判281P/¥1000〒200

自然像,礎と盗源保,潅は表裏一･･体のもの、自然林は!'I

然のまま放撞したときが最も健全で安定しているとい

う考えは当を符ていない、自然破壊の背後には日本人
の自然観がある、の三点を強調している。

|続・森林経理考’野村進行著
A5判90P/¥1800〒250

森林盗源に間する堆本計画／森林月I･I醐に関する雌本

的思考／地域森林計画/筵有林経営計面／森林施業計”

諭瀞童京都港区斯橋5-33-2農林出版株式会社 振替東京5-80543番電話03(431)0609.3922

’
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現､夢の更8受ﾆﾒー ﾀー 佃ー現．／

I

PLA

(専用

タマヤ､フ･ラニクス〃シリーズは、

どんな複雑な図形でもその輪郭を

なぞるだけてミ画読を簡単に測定

す-ることができます。

う°ラニクス7は､専用LSIにより多

くの機能を備えたプラニクスシリ

ーズの高級モデルです。

■専用LSIによるコンパクト設計

■単位や縮尺のわずらわしい計算が不要

■豊奮な選択単位(cm<m2､km2､in2､ft2､acre)

■メモリー機綱により縮尺と単位の保護

■測定値がオーバーフローしても、上位馳位

へ自動シフト

■測定梢度を高める平均値測定が可能

■大きな図形の測定に便利な累積測定が可能

■AC･DCの2電源方式

■省エネ設計のパワーセーブ機能

唾‘＝‘

あらゆる面漬測定をクリヤーするタマヤ"ブラニクス,シ1トズ．

便ｲﾘなプリンター機柵付

PLANIXIO¥148,000
(W川本製収納ケース.ACアダプター､刑紙3本f‘l･）

｝

"II性を追求したｽﾀﾝグー ドモデル

PLANIX6¥59,000
(＃川プラスチウク収納ケース､ACアダ'プター付）

幻

ポー ﾗﾀｲブのスタンダードモデル

PLANIX5¥49,000
(＃川ヂラスチック収納ケース.ACアダプター付）

参 幻
ー

Q

■

●カタログ･演科〃i求は、

､'i*|:までハガキか危締:二てご述絡〈だ鄙､。 BT7aIM/AMA窯恵憲霊I塗繍…11(ft)
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泳業史にのこる土壌調査の薬大成bノぅ衣ﾉのイメージを変え，

わか国の漆紘土韓の全てかわかる.／瀞たな識勿規野を拓く走査篭顕宴真集。

日本の森林土壌菫驫壼木材の構造
定
価
三
七
○
円
送
料
六
○
円

一国産材から翰入材まで－林野庁監修

｢日本の森林土壌｣編集委員会編集

B5判/706頁／上製本(函入)/カラー口絵(土
壌断面写真)／日本の森林土壌分布図．付

●定価1SOoロ円（〒450)

佐伯浩著(京都大学助教授・農博）

B5変/228頁／上製本(函入）

●定価4Sロロ円（〒350)

日本林業技術協会発行社団法人

●ご注文は直接当協会事業部へどうぞ 〒102東京都千代田区六番町7電話(03)261-5281振替東京3毛0448
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